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   （開議 午前10時00分） 

○議長（佐野芳彦） 皆さんおはようござい

ます。 

 平成18年第１回太子町議会定例会第２日目

におそろいでご出席いただき、ありがとうご

ざいます。 

 ただいまの出席議員は16名です。定足数に

達していますので、ただいまから平成18年第

１回太子町議会定例会を再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手許に配りましたと

おりです。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（佐野芳彦） 日程第１、一般質問を

行います。 

 質問されます議員諸君に申し上げます。 

 質問は一問一答方式で行います。質問、答

弁が終わるまで一般質問席でお願いします。 

 なお、念のため申し添えますが、質問、答

弁は簡潔明快にお願いします。 

 さらに、今期定例会では時間制により質問

を行うことになっておりますので、よろしく

お願いします。 

 それでは、順番に発言を許します。 
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 まず、５番中井政喜議員。 

○中井政喜議員 おはようございます。 

 通告に従い、議席番号５番、会派新政クラ

ブ中井政喜、一般質問を行います。よろしく

お願いします。 

 我が国は、20世紀後半より社会経済の発展

とともに全国的に道路が整備され、車社会へ

と大きく変貌し、小規模自治体でも日常の暮

らしは非常に便利になりました。その反面、

交通事故、また車を使っての犯罪、事件等の

発生が新聞、テレビ等で多く報じられている

今日であります。それを見聞きするたび、気

持ちがめいります。 

 近年、子供たちを取り巻く環境も悪化の一

途をたどり、不審者、変質者が言葉巧みに子

供を連れ去ろうとする未遂事件も多発してい

るのが現状です。 

 また、昨年は広島県、栃木県で小学１年生

の幼い女の子が、いずれも下校時に尊い命を

奪われる悲惨な凶悪事件の発生は記憶に新し

いところでございます。 

 また、先月２月17日に、滋賀県で５歳の幼

稚園児２人が他の園児の母親が送迎する車内

で殺傷されるという、だれも想像だにできな

かった事件が発生いたしました。今まさに子

供たちは危険と隣り合わせで生活しているの

が実態であります。 

 さて、本町において、これに類似した子供

たちの犯罪事件を未然に防止し、子供たちが

安全、安心して登下校ができ、地域内にあっ

ては楽しく友達と遊び、暮らせる環境を構築

することが今まさに我々大人に与えられた使

命であります。 

 そこで、昨年兵庫県の働きかけのもと、町

内の自治会にてボランティアによる自主防犯

グループを結成し、積極的に子供たちをサポ

ートしている活動団体があります。登下校時

はもちろんのこと、街頭犯罪、交通事故を未

然に防止する、この自治会防犯グループ活動

について、以下４点お尋ねをいたします。 

 １つ、防犯グループのあり方について、行

政側はどのような受けとめ方をしておられる

のか。 

 ２つ、町内防犯グループの団体数、活動内

容等、その実態把握はしているのか。また、

その実情をお示し願いたい。 

 ３つ、子供たちを街頭犯罪、交通事故から

守り、また地域住民が一致団結して、痛まし

い事件、事故を未然防止する目的で自主的に

設立、発足したこの防犯グループ活動、今後

も継続し発展させる上で、行政として支援策

を実施すべきと思うが、いかがでしょうか。 

 ４つ、首藤町長は、太子町住民が安全で安

心な暮らしができるまちづくりを推し進める

と折に触れ公言されています。行政トップで

あられる首藤町長の防犯グループ活動に対す

るお考えをお聞かせ願います。 

 以上、４点よろしくお願いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（寺田和雄） 順にお答えを

させていただきます。 

 近年、生活に身近なところで起こる街頭犯

罪や侵入犯罪が多発いたしております。子供

が被害を受ける事件も多くなっております。

これらの犯罪を未然に防ぎ、安全で安心して

生活できる地域をつくるためには、住民の皆

さんの団結と、また自分たちの町は自分たち

で守るという自主的な防犯活動が大切になっ

ていると思っております。 

 そこで、自治会が中心となられまして、Ｐ

ＴＡなど防犯活動を行っている他の団体にも

呼びかけて、まちづくり防犯グループを結成

し、自主的な防犯活動を行っていただくこと

を期待しておるところでございます。 

 町としましても、すべての自治会に結成を

していただくように、16年度より連合自治会

を始めとして各校区の自治会長さん、連合Ｐ

ＴＡ及び青少年育成協議会への説明会を行

い、現在のところ22自治会が登録し、活動さ

れており、主に小学生の下校時のパトロール

を行っていただいております。 

 また、４月から本格的に活動しようと準備

されておる自治会も５自治会ほど伺っており

ます。 
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 具体的な活動をお聞きしたところでござい

ますが、既に自治会放送を活用しておられる

自治会とか、また自治会で防犯研修会を開催

された自治会もございます。 

 また、この３月６日に発行いたします「防

犯太子」におきまして、北之町自治会と馬場

自治会の防犯活動を掲載させていただいてお

りまして、今後も他の自治会の防犯活動も紹

介をさせていただきたいと考えております。 

 この防犯グループには、兵庫県より３カ年

の事業といたしまして、グループの立ち上げ

等に要する経費の助成やら、防犯グッズの支

給などもメニューに入っており、紹介をさせ

ていただいております。 

 そして、町といたしましては、グループの

活動として下校時のパトロールのほか、防犯

懇談会の開催、防犯研修会の開催、防犯広

報、防犯情報の交換、防犯安全マップの作成

等、それぞれ自治会の実情に応じたメニュー

が考えられますが、これらすべてのメニュー

を立ち上げ時より取り組んでいただくのは困

難であろうと思いますので、息の長い活動に

していただくためにも、少しずつ活動の内容

の範囲を広げていただきたいように助言をさ

せていただいておるところでございます。 

 続きまして、町長より答弁がございます。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） 私自身、このまちづく

りにつきましては、安全で、そしてまた安心

して暮らせるまちづくりということを絶えず

申し上げております。 

 やはり、まちづくりにつきましては、防犯

のみならず多岐にわたっております。交通安

全の問題、また防火の問題、災害の問題、い

ろいろな分野にわたるところでございます

が、そうした中でいつも考えておりますの

が、こうした取り組みといいますのは、ただ

一時期のもんだけではございません。もう常

日ごろから、そういう意識を町民の皆さん方

に持っていただきたいと、このように考えて

おるところでございまして、その中で行政と

してはどういう分野で町民の皆さんとかかわ

っていくか、端的に申しますと、そのときだ

け補助金を出して、やっていただくというこ

とになりますと、長続きがしません。 

 そうした中で、やはり参画と協働、町民の

皆さんにどんどん参加していただきまして、

そしてそうした組織を盛り上げていき、そし

て地域全体が安全で安心して暮らせる町とい

うふうにつながっていこうと、このように思

っております。 

 そうした中で、このまちづくり防犯グルー

プは自主的に活動をいただいており、中井議

員におかれましても、みずからこの活動にご

参加をいただいておりますことに敬意を表す

る次第でございます。 

 そうした活動を行っておられない自治会に

おいても、少しでも多くの自治会が活動でき

るように、行政としてもそうした意識の改革

というところでご援助をしていきたいなと、

このように思っておるところでございます。 

 私自身は、そうした中に、防犯グループで

あれば防犯グループ、ただ防犯だけじゃござ

いません。その活動をしていただいておる自

治会、また町域の皆さん方は、やはりそれぞ

れの分野で、住民の皆さん、また児童・生徒

の皆さん、そしてお年寄りから子供まで、す

べての皆さんとの触れ合いもここでコミュニ

ケーションが図れるんではないかと。やは

り、この中には、重点は防犯ですが、あいさ

つ運動、声かけ運動、そうした広い分野での

取り組みであろうと、このように考えており

ます。 

 そうした意味におきまして、これからも金

銭面の援助じゃなくして、そうした中で職員

の派遣、また巡回等々も行政としても一緒に

なって取り組むよう普及させていきたいと、

このように考えております。どうかよろしく

お願いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 中井議員。 

○中井政喜議員 町長から、先ほどいろんな

コメントをいただきましてありがとうござい

ます。 

 まちづくり防犯グループということで、本
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当にボランティアの方が、町長さんは先ほど

私のことまで把握されてるのに一瞬びくっと

したんですけれども、私も実際防犯グループ

のグループ員として活動をしております。そ

の中でいろんなことを実践し、実践部隊とし

て活動しているわけですけれども、グループ

員の中からいろんな悩み事とか問題点等をい

ろいろ聞いてきております。その辺も含め

て、今後行政の方に伝えていきたいというこ

とも、そのときにも伝えてきました。そのこ

とは、あとまた一、二点お伝えしていきたい

と、このように思ってます。 

 まず、その前に、先ほど寺田部長より、現

在の町内のグループ活動の団体数、活動内容

等をご説明をいただいたわけですけれども、

現在太子町の各自治会は69自治会でよろしい

ですね。69自治会ある中で、今現在22自治会

が登録され活動されている。そして、今年度

の４月からは、あと５つの自治会が登録され

るやに聞いたというふうに報告をいただいた

わけですけれども、全部を合わせましてもま

だ半数に満たないわけですね。 

 そういった中で、兵庫県が主導でもってこ

の防犯グループを立ち上げて、何とか地域の

防犯活動を高めていこうというねらいで、こ

ういったパンフレットをもらってるわけです

けれども、これから先、３年計画でもって立

ち上げをされてくるわけですけれども、ぜひ

ぜひもっともっとたくさんの自治会が登録さ

れ活動されることを窓口として行政側から働

きかけをしていただきたい。半数のような数

字じゃなくして、ボランティアですので余り

強制はできないでしょうけれども、ぜひ盛り

上げていただきたいなということを要望して

おきたいと思います。 

 それともう一点、今去年の10月から立ち上

げたところでございますので、まだまだ未成

熟なところがございまして、防犯活動のこれ

から先の我々感じる中では、グループで感じ

る中で、それぞれのグループが単独で動いて

いたんでは、何かしらんこういった防犯の体

制はやっぱり連携というんでしょうか、それ

ぞれがそれぞれの情報をお互いが情報交換を

し合って、ここのところでは、この場所では

不審者がよく出るとか、あるいはまた変質者

が出てきたといったような情報をお互いが共

有し合って流してあげるということも私は必

要じゃないかと思いまして、これから先３

月、４月とだんだん暖かくなってきます。そ

ういった中で、そういったケースがまた想定

されると思いますので、その辺のところを情

報交換を生活環境課の中でキーマンになって

いただきまして、それぞれの自治会の自主防

犯グループの中での情報を掌握していただい

て、そこからそれぞれのグループにファック

スなり何か書面で流していただけるような方

法はとれないものだろうか。ぜひ、我々やっ

てる中で、そういったことの情報も必要だと

いうふうに感じておるわけでございますけど

も、その辺いかがでしょうか。その１点お尋

ねをいたします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（寺田和雄） お答えいたし

ます。 

 最初におっしゃいました校区で未結成の自

治会の勧奨の件につきましても、あわせての

研修会、情報交換の場でも関連するもんはあ

ろうかと思います。今後、校区で自治会長さ

んの会合等が開催され、すべての自治会長さ

んがお集まりの席でこの話題もお出しいたし

まして、それぞれの既に取り組んでいただい

ている自治会からも事例発表的なこともご発

言いただき、今までは書類のみの説明でござ

いましたが、話を聞いてみて、ああ、そうい

うことかということで、また理解していただ

ける場面もあろうかと思いますんで、そうい

った場面を考えさせていただいております。 

 また、あわせて近隣での事例につきまして

も情報交換の場を設けさせていただきたいと

思っております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 中井政喜議員。 

○中井政喜議員 先ほど寺田部長の方から情

報交換の方法等を説明いただいたわけですけ
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れども、こういった情報はやはり早い方がよ

り効果が出てくるんじゃないかなと、このよ

うに思いますので、やはり時期を逸しないよ

うに、できるだけタイムリーに、ぜひ情報を

いただけるような方法をとっていただいたら

と、このように思う次第でございます。その

辺をよく検討いただきまして、ぜひそういっ

た方法、何らかのいい方法でもって情報をそ

れぞれのグループに流していただけるような

方法を考えていただきたいと、このように要

望しておきます。 

 最後になりますけれども、既に通告をして

いなくて申しわけないんですけれども、学校

サイドであられます教育長さんがこの席にお

られますので、教育長さんの方から、学校サ

イドとしての、小学校児童、中学校生徒の登

下校時における子供たちの交通安全あるいは

またそういった変質者、不審者による事件、

事故等に巻き込まれないような、そういった

注意というんでしょうか、指導というんでし

ょうか、そういったことをどのような形で考

え、指導されているのかということを聞きた

いということでご発言をいただきたいと思い

ますけども、よろしくお願いします。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（圓尾哲一） 今、中井議員から出

てた問題については、今さっき生活福祉部長

の寺田部長の方から話がありましたように、

やはり学校だけでは非常に難しい問題ですの

で、そういうご協力が要ると思います。 

 実例としまして、17年度の４月から太子東

校区ではＰＴＡと学校の先生が子供の下校時

に回っております。そうすると、実数として

ここの１月末までで育成センターに変質者の

報告がたった３件になっております。それま

では、学期に６件から８件ぐらいここ二、三

年ありました。そういう実態で、やはり学

校、教育委員会としては、自治会プラス学校

の先生やＰＴＡなりと連携した、巻き込んだ

活動が必要やないかと。それによって、今言

いましたように、学期に６件から８件あった

のが、この１年間で、この１月末までの統計

ですけど、東中校区からの私への報告はたっ

た３件に減ってると、そういうありがたい実

態があります。 

 やはり、今さっき私どもの町長が申しまし

たように、この取り組みには、そういうマニ

ュアルに出てくる行動面だけやなくて、やっ

ぱし考え方も変えていかないかんと思いま

す。それで、私が思うのには、やはり先生は

教えるプロとしての教師としての使命感と倫

理観を持たなあかんと。それは、やはり絶対

に信頼できる人間で先生はなかったらあかん

と。そうでないと、今の世の中、情けないこ

とに、知らない人に道を聞かれても教えては

いけないよと言わなければならんような普通

でない状態があると思います。 

 それから、そういう意味において、まず教

師がそういう使命感と倫理観を持つというこ

とが一つやと。それから、教育の根本は、や

はり一番大事にせなきゃならんのは、子供の

命を守るということやと。それから、その活

動の中においては、僕は、町長の方は触れ合

いと申されましたけど、心を通わすことやと

思います。 

 滋賀県の事件は、確かに中国人の妻が自分

の被害妄想的なとこからああいう行動に走っ

たようなマスコミ報道がありましたけど、や

はりそこら辺が心が通うてたらああいうこと

は起きなかったんやないかなと。これは甘い

判断かもわかりませんけど、そんなふうに思

います。 

 それから、やはり家庭を取り戻してやるこ

とやと思います、子供に。今、実態で調べま

したら、一家団らんが毎日行われてる家庭と

いうのは、夕食時にあるという家庭は20％ほ

どです。大概父親がいないという、そういう

事実があります。 

 それから、僕は、子供の遊ぶ場所やとか、

あるいは居場所やとか、そういうものをつく

ってやらないかんように思います。今、子供

は放課後に群れて遊んでる子が少ないと申し

ますけど、やはりそれには遊び場も交通事情

から考えてもないと、あるいは少子化から考
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えてもないと。あるいは、子供の生活実態

の、放課後塾なり習い事に通うてる生徒が晩

の11時までうろうろしてる生徒が、こないだ

11月30日で本町が調べましたら、中学生で

46％、小学生で20％。もし、７時まで含める

と、小学生でも70％の者が放課後、家庭の外

へ出てうろうろしてると、晩。そういう実態

も踏まえたときに、やはり居場所をつくって

やらないかんと思います。 

 それから、地域行事への積極的な参加、地

域行事の活性化というものもやっていかない

かんと思います。それには、そこで知り合う

ことによって親しみを覚えて人間関係ができ

ていくんやないかと、そんなふうに僕は思い

ます。 

 それから、もっと大きな時点で、やはり国

や県へ働きかけていかないかんと。日本の中

の社会の構造、仕組みの中の問題があると思

います。例えばマスコミの報道がやはり私か

ら見てどうも偏向してるように思えてならん

のです。興味本位に報道されてる面があると

思います。やはり、未成年の子供たちはその

辺も大人でないんですから、もっとマスコミ

は考えないかんなと思います。 

 それから、日本の社会の価値観に狂ってる

面があると思います。勉強さえしておれば何

でもええんだというような、こういう考え方

もやはり直していかないかんと思います。 

 それから、日本人、特に日本は命が疎んじ

られてると思います。年間３万4,000人も自

殺者があっても総理大臣は一言も発言せえへ

んし、ええかげんな国やなあと私は思えてな

らんのです。義憤を感じております。 

 それから、人権、人の命に僕は格差がある

ように思います。新聞報道なんかを見ます

と、被害者が写真入りで名前も報道されたり

します。それに比べて加害者の方は徹底して

守られてるような気がしてならんと思いま

す。やはり、こういう日本の構造的な考え方

の面から直していかないかんのです。 

 それから、不審者が野放しになってると。

例の奈良の事件、広島の事件もみんな再犯者

です。やはり、その辺もっとええ方法がない

んかなと、そんな大きなとこから考えていか

なあかんと思います。 

 私としましては、安心して楽しく学習でき

る信頼感に満ちた学校園づくりをやっていき

たいと、こんなふうに思います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 中井政喜議員。 

○中井政喜議員 教育長の方からいろいろと

細かい説明をいただきましてありがとうござ

います。 

 この防犯グループ、その立ち上げの趣旨た

るものも、もう私がここで申し上げるわけも

なく、皆様よくご理解いただいてると、この

ように思います。 

 また、これから先、太子町もどんどん都市

化に進んでおります。もうこれも、そういっ

た中で、今までは本町においてはそういった

いろんな事件は発生はしていないのは本当に

幸運というしかございません。これから先、

決して起きないという保証はどこにもござい

ません。我々こういった、せっかくまちづく

り防犯グループというものを立ち上げて、子

供たちを何とか犯罪、事故から守ろう、そう

いったボランティア活動を何としても、ただ

単なる打ち上げ花火として、２年や３年でな

くしてしまうようなことがあってはいけない

と、このように私自身も思ってますし、当然

のことながら、行政サイドとしても何らかの

かかわりを持ってしっかりとサポートしてい

ただきたい、指導していただきたい。 

 また、いろんなところからご意見等を聞い

ていただきまして、ご要望に沿えるところは

前向きに聞いてやっていただきたいというこ

とを申し述べまして、この質問を終わりたい

と思います。 

 続きまして、次の質問に移ります。 

 太子町新行政改革大綱（第３次）について

お尋ねをいたします。 

 本大綱は平成19年度を目標年次として、平

成17年度から３カ年において取り組み事項の

実施、検討するとあるが、その取り組み初年
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度である平成17年度も残すところあとわずか

となった。そこで、以下の点についてお尋ね

をいたします。 

 １つ、行政は、この１年間取り組み実施し

てきたその成果と問題点はどうだったのか。 

 ２つ、太子町の有識者で構成する太子町ま

ちづくり審議会を含む８審議会があります。

平成17年度中に行政改革にかかわる事案会議

は何回開催されたのか。 

 また、会議で委員より受けた貴重なる提言

の意見をどう活かされたのか。もし事例があ

ればご説明をいただきたいと思います。 

 ３つ目、太子町議会でも平成16年度から行

財政調査特別委員会を設置し、具体的な取り

組み事項と今後の実施計画、内容について鋭

意検討し、調査してまいりました。その取り

組みに対する議会の意見を書面で行政に今年

１月、かがみをつけまして提出しましたが、

どのように活かされたのか、お尋ねをしたい

と思います。 

 以上、３点よろしくお願いします。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 新行政改革の１

年間の取り組みと、その成果と問題点という

ことでございますが、既に公表しております

17年度上半期の取り組み状況をご覧いただい

ているかと思いますが、住民サービスの向上

の面につきましては、斑鳩保育所の20人の定

員増、幼稚園預かり保育並びに学童保育等の

時間延長を実施し、また開かれた行政運営の

面からは、出前講座の実施、パブリックコメ

ント制度の推進、各種審議会の傍聴といった

一定の成果が得られていたと思っておりま

す。この効果額の算出や全般的な問題点につ

きましては、この18年５月までに各所管から

報告をいただきまして、６月に公表する予定

をしております。 

 ２点目の17年度中における行政改革にかか

わる事案会議は開催されたかと、それと委員

より受けた貴重な意見の提言をどうしたかと

いうことでございますが、８審議会ございま

して、行政改革にかかわる事案としまして

は、保健福祉審議会、行財政審議会におきま

して、老人福祉センター入浴の有料化、それ

と下水道使用料の改定、補助金等の見直しに

つきまして３回開催されております。 

 審議会の意見の反映につきましては、補助

金の見直しを例に申し上げますと、実績報告

がなされていない補助金についての指摘をま

ず受けまして、庁内におきまして決定してお

りました補助金の例規整備にあわせまして交

付等の手続を定めるといった太子町補助金等

交付規則の整備を進めて、先月の常任委員会

の方に報告をさせていただきました。 

 このように審議会からの意見の答申につき

ましては、最大限尊重させていただきまし

て、速やかに反映したということでございま

す。 

 審議会の委員構成、開催内容、回数等につ

きましては、町のホームページにおいて公表

しまして、意見の反映に関しても、あわせま

して議事録を公開しております。 

 それと、行財政調査特別委員会からいただ

きました意見につきましては、既に各所管課

の方に周知をしておりまして、行政サービス

とコストのバランスも考慮しまして、今後検

討を進めていくという形で進めております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中井政喜議員。 

○中井政喜議員 ありがとうございます。 

 １点目の、その成果と問題点はどうだった

のかということでお答えいただいた件ですけ

ども、17年度は行政改革の実施年度の初年度

でございまして、ある種はいろんな面で検討

されて、それぞれの事業を行革をやってきた

わけですけれども、ある種は各種団体補助金

の10％カットとか、また町長さんをは始め職

員の方の給与の削減、また我々議員にあって

は報酬の８％カットとか、あるいはまた諸経

費の削減等をやってきているわけですけれど

も、その辺の最後のまとめというんでしょう

か、その辺がまだ締めとしては、先ほども言

われましたように、５月には締めができて、

６月ごろには住民の皆さんに公表されるとい
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うふうな発言をいただいたわけですけれど、

今回のこの定例会において、やはりその辺が

いつ公表されるんであろうかなあということ

を非常に心配しております。私だけじゃなく

して、住民の皆さんも、はっきり言いまし

て、こういったことを行政がやってきた中

で、やるということについては皆さんご存じ

ですけれども、じゃあその成果としてはいつ

出てくるんだろうか、いつ発表されるんだろ

うかということを非常に皆さん興味を持って

おられます。やはり、計画があり、実行があ

りしてきた中では、必ず最後には成果報告と

いうものは出すべきだと思ってますし、ぜひ

この６月には公表されるということでござい

ますので、どういった形で公表されるのかは

ちょっと定かではございませんが、できるこ

となら書面で各戸に配布するぐらいの配慮を

いただきたいなというふうに思っておるんで

すけど、いかがでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） ５月の報告に対

しましては一応ホームページで公表いたして

おります。それと、３月末につきましては、

この行革大綱に基づく５カ年の太子町の集中

改革プランというものもあわせまして、議会

の方に報告もさせていただきまして、ホーム

ページにも載せるということでご了承いただ

きたいと思います。 

○議長（佐野芳彦） 中井政喜議員。 

○中井政喜議員 一応パソコンとかといった

非常に便利な世の中になってきつつあるのは

事実でございます。ホームページということ

で先ほど報告をしていきたいというような発

言でしたけれども、ある種お年を召した方等

も非常に関心を持っておられる方等がたくさ

んいらっしゃいます。決してパソコンでホー

ムページを見られる方が本当に何人町内にい

らっしゃるかなというのも非常に心配をしと

るところでございます。いろんな中で、やっ

ぱり住民の大多数の方に知っていただくとい

うことについては、いろんな方法があろうか

と思います。私が一例として言いますと、

「広報たいし」等ありますけども、そういっ

た中にそういった一面の報告を概略で結構で

すけれども、そういった報告も必要じゃない

かな。また、一部別刷りでそれを挟んでいた

だくとかといった方法等もとっていただく方

がいいんではないかなあというふうにも思っ

てるんですけれども、その辺のご検討はいか

がでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 広報の方で、こ

の行革大綱の中身の集約した形の内容でもっ

て載せていくということを検討させていただ

きたいと思います。 

○議長（佐野芳彦） 中井政喜議員。 

○中井政喜議員 ありがとうございます。 

 行革大綱についての、まだこれから先もど

んどん進めていく、このまた18年度も第２期

として進めていくわけですけれども、その辺

も含めまして、いろんな面で住民の方に負担

と、あるいはまた協力をいただく場面が多々

あるわけでございます。やはり、いろんな協

力してやろうという意見をぜひともいただい

て、押しつけることなく、こういった行革を

やっていくというのは一番望ましい姿だと、

このように思いますんで、ぜひ我々だけが、

行政だけが、また議会だけが決めていく問題

ではございませんので、実質していただくの

は住民の方でございますので、その辺の視点

だけは忘れないようにお願いしたいと思いま

す。 

 非常に長々と言いましたけども、以上によ

って私の質問を終わります。ありがとうござ

いました。 

○議長（佐野芳彦） 以上で、５番中井政喜

議員の一般質問は終わりました。 

 次、４番井村淳子議員。 

○井村淳子議員 おはようございます。失礼

いたします。４番公明党井村淳子、通告に従

いまして一般質問させていただきます。 

 最初に、ミスプリのことなんですけども、

済いません、１番の妊産婦検診の「検」を健

康の「健」に訂正をお願いいたします。３番
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の宛名の「宛て」を平仮名の「あて」に変更

をお願いいたします。 

 それでは、質問に移ります。 

 最初に、妊産婦健診助成制度の導入につい

てお尋ねいたします。 

 少子化対策が国を挙げての緊急課題とさ

れ、子供を安心して産み育てられる社会環境

の整備が進められております。しかし、経済

的負担の軽減が重要な課題となっています。

子供は欲しいけどお金がかかる、これが本音

ではないでしょうか。現に、こども未来財団

の子育てコストに関する調査研究において

も、妊産婦健診にも数万円から十数万円が必

要という数字が出ております。さらに、小学

校から高校、大学までの教育費は何と

1,300万円と推計されております。 

 昨年11月14日に妊産婦健診料の負担軽減事

業の実施を求め、県会公明党議員団として知

事への申し入れを行い、続いて11月29日には

本会議代表質問でも取り上げました。さら

に、本年年頭より私たち公明党兵庫県本部女

性局は、妊産婦健診の負担軽減を求める署名

活動を展開。県下の41万6,966人の署名簿を

添えて、２月６日井戸知事に女性局代表がお

会いし、強く要望してまいりました。 

 これらの経過を踏まえ、県は平成18年当初

予算に新規の県単独妊婦健康診査費補助事業

として５億3,048万5,000円の予算を計上。

18年７月より、いよいよスタートすることに

なりました。 

 補助事業の内容は、妊娠22週以降の後期健

康診査費として１人１回につき１万5,000円

を上限に助成するものであります。ただし、

拡充された児童手当に準拠した所得制限がつ

いております。兵庫県からは、この２月21日

に市町母子保健主管課長会議において、各市

町に説明がされております。 

 日本の各地では妊婦の健診の補助事業が既

にあり、兵庫県下でも一部の市で妊産婦健診

費用の補助がなされており、さらなる拡充の

方向に進んでいるのが現状であります。 

 この補助事業について、太子町はどのよう

に取り組んでいかれるのでしょうか、お尋ね

いたします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（寺田和雄） お答えいたし

ます。 

 私どもの方といたしましては、県での新規

事業ということで、妊産婦後期健診の助成事

業に取り組まれるということを２月21日の会

議の際にお聞きいたしました。 

 これにつきましては、ご質問でも触れてい

ただいたところの概要でございまして、この

事業を市町が行えば県が助成するという制度

でございます。本町におきましても、出産に

伴う経済的負担を軽減することは、少子化対

策の一環としても必要と考えますので、７月

の実施に向けて検討してまいりたいと思って

おります。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 ７月の実施に向けて今検討

中であるということですけども、やはり大切

なのは町民への周知についてが大切なことだ

と思っております。 

 太子町においては平成14年から16年の間の

出生状況は、平均約380人の方がおられまし

た。それとともに、また出産の場合は町外に

行って里帰りされて出産される場合もありま

すし、こちらに帰ってきてから出産される場

合もありますし、いろんな形で妊婦の方はそ

ういう情報を得る機会が少ないと思うんです

ね。医療機関の方でも徹底がされております

ので漏れることはないと思うんですけれど

も、やはり町民、特に親ですね、出産される

方の親御さんの方にも徹底する必要があると

思いますので、その住民への周知については

どのようにされていかれるのでしょうか、再

度お尋ねをいたします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（寺田和雄） 現在県会の方

でも予算案を審議されておるところでござい

まして、これを受けて町も正式に行政課題と

して取り組むわけでございますが、現在考え
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ておりますのは、母子手帳を交付する際に妊

娠相談の中でこういった制度が考えられてい

るということをお知らせすること。また、母

子手帳をお渡しした方を対象に母親教室を会

館の方で行っておりますが、こういった機会

をとらえてのお知らせ、また町の広報。ま

た、県内では県の方から市、郡、医師会を通

じましてのこの制度が周知されるように伺っ

ております。 

 また、あわせて後期健診を県外で受けられ

るような例を申されましたんですが、そうい

った方については後ほどの、県外でございま

すんで、一たん払っていただいて、後からの

領収書添付での償還払いというふうな制度も

考えてみて、柔軟に対応したいと思っており

ます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 大変前向きなご検討をいた

だきましてありがとうございます。 

 少子化対策として本年４月よりは小学３年

生から６年生までの児童手当が拡充され、ま

た10月より出産育児一時金は30万円から35万

円まで引き上げられることになりました。そ

れに加え、特定不妊治療費助成も、現行、通

算３年から通算５年までへと延長し拡充され

ることにもなっております。また、これもあ

わせて広報の方でよろしくお願いいたしま

す。 

 妊産婦健診の補助事業の７月実施に向け、

担当部局の方々には大変にお世話をおかけい

たしますが、子供を安心して産み育てること

ができる太子町を目指し取り組んでいかれる

ようお願いいたします。 

 また、財政難ではありますが、今後は町と

して妊娠前期の健康診査の補助をぜひともご

検討いただきますよう要望いたしまして次の

質問に移ります。 

 次に、有料広告事業の推進による財源の確

保についてであります。 

 予算が足りないなら自ら稼ごうと、財政難

に直面する地方自治体が保有しているさまざ

まな資産を広告媒体として活用することによ

り広告収入を得たり、経費節減を図るとい

う、いわゆる地方自治体の広告ビジネスをご

存じの方も多いと思います。 

 今回私が取り上げるのは、広報または住民

向けに送付する通知書や、その封筒、あるい

はホームページを始め本町が持つあらゆる資

産に民間企業などの広告を掲載して、収入増

や経費の節減を図ってはどうかという提案で

あります。 

 少し事例を紹介いたします。愛知県豊田市

では、市民課の窓口に置く封筒に広告を入れ

るかわりに、従来市で作成した封筒を無償で

提供してもらうということをされ、年間約

100万円の経費節減。このような取り組み

は、既に全国1,700の自治体でも導入されて

おります。 

 また、政令指定都市横浜市も大変先進的な

取り組みを行っております。きっかけは市職

員の提案を採用したことが始まりのようで

す。私も横浜市のホームページを開いてみま

したが、余りの斬新なアイデアに正直びっく

りというよりも衝撃を受けました。市の広報

紙や各種封筒、ホームページのバナー広告に

とどまらず、職員の給与明細書や図書貸し出

しカードの裏面広告、またみなと未来地区の

全600カ所の街路樹の街路灯の広告フラッ

グ、広告つき玄関マット、公用車やごみ収集

車の広告つきホイールカバーなど多種多様な

資産を活用した広告事業を展開されておりま

した。横浜市の場合、16年度は広告収入と経

費節減を合わせて約9,300万円の効果を上げ

られているそうです。そして、18年度の予算

案では、16年度のほぼ倍の１億8,300万円を

見込んでいるそうであります。 

 それぞれの予算規模からすれば、まだまだ

小さな額かもしれませんが、わずかな財源で

も知恵と汗を出して稼ごうという、このよう

な姿勢は大変重要ではないでしょうか。ほん

の一部の、ほかの市の例を紹介させていただ

きましたが、本町も今後広告ビジネスを推進

し、町の財政にプラスになるよう取り組んで
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はどうかと思いますが、当局のお考えをお尋

ねいたします。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、有料広告

につきましては、自主財源の確保、また地元

企業を広告するということで産業振興や生活

情報の提供につながると、それは考えており

ます。 

 既に有料広告を実施している自治体の中で

は、少ない部数では期待する広告料では広告

主が集まらない、広告主を探すのに苦労す

る、平等性の確保に難点といったデメリット

を指摘する声もあります。 

 現在、太子町では各課のチラシなどを「広

報たいし」に掲載することによりましてコス

ト削減に努めており、そのため広報紙で発信

すべき行政情報量が多くなっております。必

然的に空きスペースというものが設けにくく

なっておりまして、有料広告を掲載すること

で、本来載せるべき情報を削るということに

なっております。そのため、有料広告を掲載

することによりましてページ数を増やすとい

う必要も生じることもありまして、今後広告

掲載をしている他市町の状況を見ながら検討

していきたいという課題ではありますが、実

施におきましては運用面等で難しい問題が生

じるのではないかと考えておりまして、総合

的に判断し、掲載を現在は見合わせておりま

す。しかしながら、他市町の状況を見て、今

後また検討していきたいと考えております。 

○議長（佐野芳彦） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 先ほど総務部長の方からそ

ういう話をお聞きしまして、本当にまだまだ

検討の余地があると思います。運用面でもい

ろいろと問題があるということで、先進の市

とか町とかがありますので、そちらの方をよ

く研究していただいて、特に横浜市の方で私

もびっくりしたんですけども、いろんな広告

事業に向けての取り組みに対して発信されて

おります。そういうこともまた研究しなが

ら、どうすれば財源が確保できるかというこ

とをまた取り組んでいただきたいと思うんで

す。 

 この太子町も本当に地方分権の流れの中で

自立を目指してすることに決めたんですけれ

ども、やはり厳しい財政状況を何とか改善し

ようと、もうそれぞれのそういう自立を目指

したところはしのぎを削っておるのが実情で

あります。太子町も行政改革推進室を設置し

て、いろんな改革に取り組んでいるところで

ありますけれども、住民に負担を押しつける

ばかりではなく、何とか町職員もそういう財

源を確保するというふうな姿勢を見せること

が、町民にとって税金の使い道はどうなんか

なっていう考える機会にもなると思っており

ます。新たな行政経営の観点から、職員の発

想の転換を図るという勇気を持つことも大事

なことではないでしょうか。 

 また、今言われたように、運用面でも難し

いということではありますが、公共性の課題

整理とか、またコスト面も含め、検討いただ

きまして、財政に少しでもプラスになるよう

に取り組まれますことを期待いたしまして、

次の質問に移ります。 

 行政に提出する各種申請、届出書類のあて

名、あて先敬称についてであります。 

 町に提出する書類のあて名は「様」という

表記が一般的となっております。従来は

「殿」になっていたものが「様」に変わって

きたような経過をたどっているようでありま

す。例規集には、まだ「殿」っていう表示が

たくさんありました。役場窓口にあるものを

見ただけでも、印鑑登録、税関係、福祉関係

また学校関係など、あらかじめ太子町長様、

教育委員会様、○○課長様など印刷されてお

ります。 

 冷静に考えてみますと、みずからに返って

くる書類を用意して相手に渡すときには、○

○あてとか○○行という字を書くのが常識で

はないのでしょうか。大部分の人が、こうい

う書類は昔からの慣例だとあきらめているの

が普通のようであります。私もそのように思

っておりました。しかし、記入の際に時代錯

誤のお上意識が見えて違和感を感じるとの住
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民の声も寄せられております。 

 日本全国どこでも様づけで通ってきており

ますが、これに風穴があき始めました。埼玉

県の春日部市では、公明党の大山市会議員が

16年12月議会で提案し、17年２月より実施し

ております。春日部市では600種類の書類に

あて名が使われており、これを受け、各市町

の議会で提案し、大阪府吹田市では今年18年

４月から1,000種類の書類に順次「あて」が

使われるようになるそうです。兵庫県では初

めて上郡町において360種類中、約半数の書

類が既に平仮名の「あて」に変更され、17年

度中にはほぼすべての申請書類の変更が決ま

っているようです。また、芦屋市でも昨年

10月より順次変更されていると聞いておりま

す。 

 本町でも町民の方が町に提出する書類の種

類はかなり多いと思いますが、どのくらいあ

るのでしょうか。また、表記はどのようにな

っているのでしょうか、お伺いいたします。 

 国の法令に基づくものは法律の改正を伴う

ので、なかなか困難でしょうが、町の条例に

基づくものの変更は可能であると思います。

今後は改められてはいかがでしょうか、お伺

いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 町民の皆様から

町にあてて発せられる文書の敬称につきまし

ては、本来町民の皆様の自主的な判断にゆだ

ねられるものと認識をしております。一般的

と称されている表記を用いております。 

 他の自治体の例では、文書に用いる敬称、

文体、押印等の取り扱いに関する基準等を定

めまして、敬称を略しているところもありま

すが、通常役職にあてる場合、あるいは役職

についた個人名にあてる場合につきまして

は、「殿」「様」といった形で、その作法と

して案内をされているといった点もありまし

て、敬称省略の問題は検討の余地はあるとは

思いますが、今すぐ直ちに敬称を省く表記に

改めるということは現時点では考えておりま

せん。 

 しかしながら、個人の自由でございますの

で、あえて町に対して「殿」「様」といった

形は、こちらからは申しておりません。 

○議長（佐野芳彦） 書類の量は、数は。提

出……。 

○総務部長（佐々木正人） 書類の数につき

ましては、現在ちょっと把握しておりません

ので。 

○議長（佐野芳彦） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 今そういうお返事をいただ

きましたが、やはり最初から「様」と書かれ

ていること自体がおかしいことではないかな

と思います。民間企業においてもそうですけ

れども、必ずみずからに返ってくる書類に書

くときには「あて」であり「行」という字で

ありますので、やはりそこら辺の意識を変え

るということが大事なことではないかと思い

ます。住民の方からいえば本当にお上意識っ

ていうことで、最初から「様」をつけるって

いうのは、本当は書く人が「あて」なり

「行」を「様」にかえるのが本来でありまし

て、昔から印刷されているから、そういう自

主的な判断に任されているからっていうこと

ではなくて、こちらも意識を変えて、そうい

うふうに変えていくことも大事な時代になっ

てきてるのではないでしょうか。私はそう思

います。 

 私もそうですが、町長も、また我々議員

も、町の職員も、また町のために働く、公僕

であると思っております。ですから、その観

点から本当に町があて先欄を「様」から「あ

て」等に変更されている自治体が増えつつあ

る状況にありますので、変更可能なものにつ

いては順次、またもったいないことではでき

ませんので、取り組んでいただきたいという

思いはあります。 

 今はするような考えは持ってないというこ

とでありますけれども、将来的にやはり今の

私たちは町民の公僕であるという観点に立っ

ていただきまして、主権者である町民の側か

ら立った行政づくりという考えから今後改め

られることを要望いたしまして私の一般質問
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といたします。失礼いたします。 

○議長（佐野芳彦） 以上で４番井村淳子議

員の一般質問は終わりました。 

 次、17番首藤亨議員。 

○首藤 亨議員 17番首藤亨、通告に従いま

して３点ほど質問をいたします。 

 まず、町長さんにお伺いをいたしますが、

これ町長というよりも、むしろ町各部長さん

の考え方の方が重要ではないかなあと考えて

おります。 

 その第１点は、自立選択と今後の町政運営

についての懇談会開催をするという公約につ

いてでございます。 

 町長は各行政のトップとして各種の会議、

出張、行政課題の消化について激務でありま

すので、なかなかその会を開催しようと考え

られていても、その機会をつくること自体が

難しいと。その間に時間が経過して機会を失

すると、こういうことが多いんではないかな

あと考えております。 

 今回の合併に対して断念をしたということ

を発表され、その後行政推進方策について、

住民に懇談会等を開催して説明する、またお

願いをするというようなことを公約された時

点では、そういうことを思っておられたこと

については推察はいたしますが、さて実施す

るとなるとなかなか機会がつくれないという

のが現実ではなかったかなあと考えておりま

す。 

 そこで、今年度ももう１カ月を切ったわけ

ですから、年度中の開催は恐らく無理だろう

と考えられます。 

 そこで、今後いつどのようにして開催する

のかについてお尋ねをするわけですが、町長

が考えられているのは、恐らく歴代の町長が

開催されていましたような、いわゆる行政懇

談会とか校区ごとの説明会、こういうなこと

を考えられているんではないかなと思うんで

す。そんなやり方をしていたら、これからの

行政に対する公聴、広報等のことはなかなか

難しくてできないと思うんです。 

 各部長等がその気になって、例えばかつて

の同和教育研修会のように、それぞれのグル

ープを分けて各集落に入るとか、または今回

ですと下水道のいわゆる普及のための説明会

等がなされている。そこへ何人かの総務部局

なり民生部局が一緒に行って、その時間帯を

５分ほどおかりをして太子町の現状を報告す

ると。こういうふうな分散報告をすれば、住

民にも広く直接説明もでき、またその時点で

会合が終われば、それぞれの担当に対して、

私はこう考えるんやけど、町ではどない取り

組んどんやと、こういうふうな公聴もできる

んではないかなと考えておりますが、この辺

の懇談会の公約をしてきたということは、や

っぱり実行してもらわなければならないと思

うんですが、取り組み方についてお尋ねをい

たします。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） 議員ご指摘のとおり、

この問題につきましては、私もやっていかな

ければいけないというのは十分承知しておる

中で、本来本年度からやるべきことで考えて

おりました。いみじくも今議員ご指摘のよう

に、当初は各校区でやっていこうということ

で考えておりましたんですが、いろいろのご

承知のとおりございましたんで、ちょっと機

会を失したというのが私の本音でございま

す。 

 そうした中、やはり一度そういう校区単位

で実施をして、あとどういうふうに分散して

いくか。太田ですと２カ所か３カ所に分けて

やっていき、また石海ですと南、北、そうい

う分散の仕方、そうしたものは検討していく

べきだろうと思っております。 

 なかなか、これ時間的な問題もございま

す。余り長くやっても中身がございません

し、いみじくも今議員の方から下水のとか何

かの説明会、我々もよくそうした説明会に行

ってきましたんですが、長いということでよ

くおしかりを受けます。そうした中での５分

ほどで本当に何ができるんかなあということ

もございますが、そうした面、私は新年度早

期から実施していきたいと、このように思っ
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ております。とりあえず段階を踏んでのそう

したまちづくりの集いと申しますか、町民の

皆さんのご意見もお聞かせ願いながら、町の

方向性もお示しして話し合いをしていきたい

と、このように考えております。よろしくお

願いします。 

○議長（佐野芳彦） 首藤亨議員。 

○首藤 亨議員 恐らくそういうことだろう

と思うんです。町の行政報告なり実情報告と

いうことになると、どうしても総代会の出席

とか、こういうことに固執されがちなんです

が、先ほど井村議員がおっしゃったように、

行政側が発想を転換しない限り、過去のしが

らみからなかなか抜け切れないと思うんで

す。私自身も実は、議員ですから議会の報告

をかっては議会だよりという形で出しており

ましたが、それにもなかなか時間的に最近は

つくれなくなりましたし、年もとってきまし

たから根気も少なくなったということで、今

はふれあいサロンが毎月開催されますんで、

そこへ行って最近の状況という形で報告をし

てる。皆さんの反応は、そうした方が逆にわ

かりやすいし、もう時間とってあれもこれも

と言われるより、よっぽどかわかるというよ

うなことをおっしゃいます。したがいまし

て、私もそういうふうにした方がいいんでは

ないかなあと。 

 特に、町長当選後、揖南消防の解散の問

題、今回は揖南衛生組合の揖龍への移行の問

題、それからほかに各市町に町が合併をして

いくわけですから、県下の町のトップの会議

等の今後のあり方、それから揖保郡会、郡の

行政のあり方等、いろいろ多岐にわたること

は、私もそちら側に座っていたから、つくろ

うと思いながらなかなかつくれんのだろうな

あというのは想像できます。何もかも町長が

するんではなしに、やはりそのために担当部

局があるわけですから、その部局を信用し

て、少しずつ住民に説明する機会をつくって

いくと、また聞く機会をつくっていくと、そ

ういうことを提言をしておいて、次の問題に

移ります。 

 今度は教育委員会部局であります。 

 公民館の発表会が前の土、日にわたって作

品発表が行われ、今度の４日、５日の日にい

わゆる実際的なものの芸能部門とお茶とか、

そういうものの発表会が、今回はどうしたわ

けか５つの公民館が合同で中央公民館で開催

される計画がなされています。 

 私は、公民館は講座、地域の学習活動の締

めくくりとしての発表会であったはずです。

公民館の中で、最近は町の行政改革のあおり

か、それとも館長の社会教育が十分理解でき

ないわけか、主催講座が減っている関係で、

各公民館で聞いてみると、発表する部門が少

ないんだと。これはちょっとおかしいと思う

んです。公民館の学習講座の発表会であると

同時に、地域の各種活動の発表会の機会であ

ると思っております。 

 いみじくも町長の施政方針の中でも、公民

館は地域住民の最も身近な学習拠点でありま

すと。教養の向上、生活文化の振興、趣味の

拡大進化など、多様化する学習ニーズに応じ

た講座を開設し、生涯学習の発信基地とな

る。一層の活動支援に努めてまいりますと。 

 既に発信が終わって紹介をし、自主活動を

始めた部分の発表の機会をつくるというのが

地域の地区公民館の役目ではないのかなあと

私は考えております。それが証拠に、南総合

センターでは、講座以外の地域の交流活動の

発表会が同じ５日の日に行われ、あのプログ

ラムを見てもらったらわかると思うんです。

あれは南総合センターだけの学習講座の発表

会ではありません。地域の発表会でありま

す。 

 公民館のあり方について、私は少し最近は

おかしくなったんではないかなあと思いま

す。発表の機会が狭められ、美術展や芸術祭

と異なり、公民館発表会は趣旨が全く違うわ

けですから、各館がどのように考えているの

か、館長の人事配置にも問題があるんではな

いかなと。人事にわたって物申すのは、なか

なかちょっと問題があろうかとは思います

が、この辺について教育委員会としてはどの
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ように考えられているのか。また、いわゆる

事務局ではなしに、５人で構成する教育委員

会ではどのように検討がなされ、あれを受け

とめられているのか、この点についてお尋ね

をいたします。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（山本庄一郎） ご質問にお答え

します。 

 公民館は、その地域住民の教養の向上、健

康の増進を図り、生活文化の振興、社会福祉

の増進に寄与するということが目的でありま

すし、また住民が集い、学び、結び合う生涯

学習の拠点でもあります。そのため、定期講

座の開設、サークル、同好会の趣味活動への

支援などの事業を行っているところでござい

ます。 

 この学習活動の成果を発表する場というこ

とで、先ほどもおっしゃってましたように、

これまでは年１回３月にそれぞれの公民館に

おいて学習発表会という形で開催をしてきた

ということにつきましてはご案内のとおりで

ございます。 

 今年度、中央公民館で共同開催をするとい

うことで、既に３月25、26につきましては終

了したわけでございますが、展示部門という

ことで終わったわけでございますが、このこ

とにつきましては、中央公民館で共同開催す

るということにつきましては、各館とも高齢

化の傾向にあると。そして、パネル設営が困

難になっているということ。また、マンネリ

化しているというような声もありましたの

で、講座生の意見を聞くとともに、館長会で

検討した結果、合同開催をするということ

で、それぞれのよいところ、また改善すべき

ところ、こういったことを知るよい機会にな

るのではないかということで、試行的に変更

したものでございます。 

 今後のことにつきましては、行財政改革の

一つであります指定管理者制度の導入に向け

ての調査研究、こういったものを行うととも

に、今年度の発表会の結果を踏まえまして、

さらに改善をしていきたいと考えておりま

す。 

 それから、定例の教育委員会を行っており

ますが、そういった中では特にこの公民館の

経営の仕方といいますか、その持っていき方

ということについては現在のところ協議をし

ていないところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） ちょっと暫時休憩しま

す。 

（休憩 午前11時20分） 

   （再開 午前11時20分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

○教育次長（山本庄一郎） すいません。訂

正させていただきます。 

 展示部門の開催、３月25、26と言いました

が、２月25、26の土、日でございます。 

○議長（佐野芳彦） 首藤亨議員。 

○首藤 亨議員 現在、次長が回答されたよ

うなことは、既に私もよく存じております。

高齢化とパネルの運搬等に人がないんやと。

これは逆じゃないかなあと私は考えてます。

言われればいつでも応援しますよという人が

たくさんいらっしゃるわけですね。要は依頼

をしないから。特に講座生に頼るからそうな

るんですね。 

 現に、これは石海の例をちょい一部挙げま

すが、各集落で既に作品発表会をしていると

ころが５カ所ございます。それらはみんな手

づくりで、いわゆる中央公民館にあるパネル

をみんなして持っていって、それが触れ合い

になっているわけです。 

 したがって、私今も言いましたように、地

域の学習の発表の場であると。公民館の学習

課、講座生だけの発表会ととらえるからそう

なるんです。これは中央公民館の場合はそれ

でいいかもわかりませんけども、地域の公民

館というのは文化学習活動の拠点なんですか

らね。それぞれの地域でそれぞれの活動され

ているものをお互いに発表し合ったり、子供

さんの参加を得て、若者の参加を得てすると

いう、それらの諸活動をするのが館長本来の
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仕事です。それを今指定管理者制度っていう

ような話をされておりますが、確かにそうい

うところは但馬で既にもう始まっておりま

す。それらは今私が申しましたように、地域

の学習力または館長経験者等がいらっしゃい

まして、地域の動員力を持っているところが

やっているわけです。今、大津茂校区の公民

館でも一部それを取り入れております。 

 要は社会教育に対して、先ほど教育委員会

の中でも特に取り上げて話題になったことが

ない。むしろ、これからは生涯学習というの

は、学校教育も将来の子供たちのことですか

ら、教育長さん始め力を入れてもらうのは大

切ですけども、生涯学習ということももっと

必要だ。そのために太子町は学校ＯＢの教育

委員さんらだけではなしに、民間経験者やと

か県行政の経験者等を入れた構成にしようと

いうことで、せっかくそういうふうな取り組

みがなされ、教育委員構成もなっているわけ

です。社会教育にもっと目を向けていただく

べきだと思います。 

 やり方については、どのような方法であっ

てもいいんですが、地域の公民館としての活

動であるべきだと思います。館内の学習だけ

を発表する場なら、そらもう毎日、週に何回

かずつ学習してるんやからマンネリになって

当たり前なんですよ。そうではなしに、もっ

と違った面の発表なり展示がなされて、あ

あ、こういうものもあるんだなあ、こういう

部門に手を広げていきたいなあという関心を

持たす、こういうことが大切ではないかなあ

と思いますので、その点を申し上げて次に参

ります。 

 次は、幼稚園での集団通園のあり方につい

てであります。 

 このたび滋賀県長浜市でのいわゆる事件を

受けて、集団通園のあり方についてあらゆる

方面で問題になっております。 

 中井議員がおっしゃっている見守り隊の結

成とか、見守りをしているんだから、危ない

んだから集団通園をもっとせなあかんという

ところもあれば、自信が持てない、よそのお

子さんまで責任が持てないということで、こ

れを機会に、長浜市がいい例なんですが、集

団通園を取りやめたというようなところもあ

ります。 

 太子町では今後どのように取り組もうとさ

れているのか。南北の幼稚園の合併、東西の

幼稚園の合併で、従前より通園距離が非常に

長くなります。これらについて、次長自身が

一番遠い小学校でバス通学をする地域に住ん

でおられますので、その事情についてはよく

ご存じだと思うんです。しかも、いわゆる幼

稚園児の年代にしてバス通学が本当に可能な

のかどうか、この辺の問題も考え合わせて、

また遠いところ、石海校区では――太子ニュ

ータウンなんですが――ニュータウンは、お

子さんがいっときはぎょうさんおられました

けども、現在は２名だと思うんですけども、

こういうなところが集団通園、両方と入れて

も４人ほどですなあ。２日か３日に１回ずつ

幼稚園の送迎をせなあかんと、こういう形で

本当にいいのかどうかの問題について、通園

バスも考えているんだというんだが、４月の

幼稚園の入園式には間に合わないと思いま

す。この辺のところをどのようになさろうと

しているのか、お尋ねをいたします。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（山本庄一郎） お答えします。 

 幼稚園児の通園につきましては、原則とし

て保護者の責任において送迎をお願いしてお

ります。太子町内では各幼稚園とも各地区ご

とに保護者の自主的な話し合いのもと通園方

法を決定しております。その結果、自治会を

単位としたグループ通園をしている園児が全

体の77.5％、338名。その他の22.5％、98名

は個人的に送迎をしていると、こういった状

況でございます。 

 毎年２月に行います入園準備会におきまし

て、入園に関しますパンフレットをお配りし

て、登降園については保護者責任でお願いし

たいと、こういう旨の説明をさせていただい

ておりまして、今後も保護者の自主的な対応

にお任せしたいというふうに考えておりま
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す。 

 次に、通園バスの件でございますが、この

たびのバス運行につきましては、あくまでも

統廃合に伴うものということで位置づけてお

りまして、旧太田東幼稚園区、旧石海南幼稚

園区を対象に運行するということとしており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 首藤亨議員。 

○首藤 亨議員 表向きは自主的な判断にお

任せして、集落ごとに七十何％が集団通園を

していると。その実態は、断るに断れへん

し、私だけっていうことになるという、その

煩わしいことを避けて、もう無理してでも保

育所へ行かそかというようなのが実態です。

したがって、幼稚園の就園率が50％を割ると

いう。もちろん職業を持っておられる方がか

なりですけども。という、裏側の実態、保育

所へ行くために、３月と４月だけパートに就

職するという実態等も考え合わせて、この原

因の一つには集団通園があるという実態を十

分掌握されて、南だけの、それから東の部分

だけの通園バスが計画されているようです

が、それ以外の問題を含んでるということを

ご指摘して私の質問を終わります。ありがと

うございました。 

○議長（佐野芳彦） 以上で17番首藤亨議員

の一般質問は終わりました。 

 次、７番橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 失礼いたします。会派21世

紀クラブ７番橋本恭子、通告に従いまして、

出前講座について一般質問を行います。 

 “和のまち太子”自立に向けた将来ビジョ

ンを町長は平成16年９月に発行され、17年度

以降に実施を予定している事業の概要で、ソ

フトの事業の対話型事業で、各種団体やグル

ープから要請を受けて、行政各分野の説明を

行う出前講座を実施しますと掲げ、平成17年

６月から太子町出前講座が始まりました。 

 町政のことや生活の身近な問題をテーマ

に、職員が講師として地域に出向き、いろい

ろな制度の仕組みや事業、施策などの内容に

ついて話しし、役場をもっと身近な存在にと

考え実施されています。 

 太子町出前講座のメニューは29に分類され

ています。開催は原則として平日、月曜から

金曜まで、午前９時から午後９時までの１時

間程度となっております。 

 開催の費用は、講師の派遣は無料でありま

すが、実習の材料費は個人負担になっており

ます。申し込み方法は所定の申し込みで、役

場、企画政策課や各地区公民館に備えつけて

あり、また太子町のホームページからダウン

ロードできる。必要事項記入の上、講座開催

日を希望する日の２週間前までに企画政策課

に、郵便、ファックス、メールでも可で提出

するようになっております。 

 ２月分全協資料によると、平成17年度出前

講座講師派遣申し込み一覧表によると、昨年

６月から今年の２月まで27件で、そのうちさ

わやか健康課が22件、社会教育課が１件、生

活環境課が３件、町民課が１件となっていま

す。実施日は、平日が21回、土曜日が４回、

日曜日が２回でした。 

 さわやか健康課の職員に講師の側として地

域に出向いてどうか話を聞いてみると、時間

帯について平日でも午後９時ごろまでとか、

土曜日、日曜日でも要請があれば、こちらの

都合がつけば出向く。しかし、１年間通して

同じ団体やグループの出前講座は２回までと

限定しているそうです。さわやか健康課は、

出前講座が始まる前から、ふれあいサロン、

シルバー、自治会、婦人会から要請があれ

ば、講師として地域に出向いていたそうで

す。平成13年度は20回、平成14年度は19回、

平成15年度は20回、平成16年度は22回。内容

によっては町民の方の反応を見て、おもしろ

いことも入れながら、わかりやすい講座に努

力しているとのことでした。 

 私は、講座メニューについて、太子町、た

つの市、姫路市の17年度のことを調べてみま

したが、太子町の講座名は、町政の仕組みが

６、暮らしと環境が５、福祉保健が11、まち

づくりが１、消防防災が１、教育文化が４、
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で29です。 

 たつの市の講座名は、市政の仕組みが11、

市政の暮らし環境が13、健康福祉が10、観光

産業が７、安心安全が８、教育文化が７、計

56。 

 姫路市の講座名は、市政の仕組みが20、暮

らしと環境が14、福祉保健が28、産業が８、

まちづくりが14、消防防災が５、教育文化が

12、計101となっております。 

 出前講座は、太子町は平成17年６月から取

り組み、今現在２月で27件で859人の参加を

得ております。 

 姫路市の場合は16年から取り組み、平成

16年度は206件、7,011人の参加で、平成17年

４月から今年の１月まで296件、１万4,465人

の参加を得ております。 

 たつの市の場合は平成12年度から取り組

み、去年16年度は109件で4,881人の参加。平

成17年度の４月から９月の上半期は76件、

2,685人の参加。あと、上半期は全体と見

て、この17年度は150件と計算し、5,300人の

参加が得られるようです。 

 それで、姫路市の16年度の好評な講座名を

調べてみますと、消防火災の関係で、あなた

の大切な人を守れますか、普通救急救命講習

が82件。２番目に好評なのは福祉保健関係

で、もっと知りたい介護保険17件。３番目が

暮らしと環境関係で、知っていますか自分の

年金、10件です。４番目、福祉保健関係で、

障害福祉について知っていますか、10件で

す。 

 それから、たつの市の16年度の好評な講座

名は、１番に安心安全関係で、あなたは身近

な人を救えますか、35件で1,385人の参加を

得ております。２番目、安心安全関係で、早

く通報119番、15件で875人の参加。３番目、

安心安全、知っておきたい初期消火、これも

17件で830名です。 

 太子町の17年度の好評な講座名は保健福祉

関係で、１番、２番、３番とも同じ７件です

が、転倒骨折予防教室が７件、227人。それ

に、気軽に体操７件で128人。３番目、福祉

保健関係で、生活習慣病予防７件、125人と

なっております。 

 そこで伺います。総務常任委員会でも出前

講座について次年度どうするか、内容につい

ても見直すべきではないかと質疑されていま

すが、実績と成果を踏まえて、お考えをお聞

きます。 

 それと、住民の声はどうであったのかとい

う２点に絞りたいと思います。よろしくお願

いします。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、太子町の

出前講座につきましては、２月末日までに自

治会と25団体の会場で33回の講座が開催され

ておりまして、延べ1,040名の住民が参加さ

れております。 

 成果としましては、各自治会ふれあいサロ

ンなどの会場で開催希望が多く、好意的に受

け入れをしていただきました。 

 また、再度開催申し込みがあり、ある程度

この出前講座が周知されたものと考えており

ます。 

 しかしながら、依頼のありました主な内容

が先ほど言われましたような福祉保健に関す

る健康相談、生活習慣予防、それと消防防災

の災害への備えといった一部に偏った講座に

なっております。33回のうちの約８割がさわ

やか健康課の所管事業であるため、全課にま

たがるような講座にまでは広がっていないと

いうのが現状であります。これも大きな住民

ニーズであったものかと考えております。 

 今後の方針としましては、現状のメニュー

をより細かな内容に変更したり、新規のメニ

ューを追加して多くの住民に興味を持ってい

ただける内容に工夫を凝らしていただきたい

と思っております。 

 18年につきましては、暮らしと環境といっ

た中で２講座、それと福祉保健につきまして

１講座、産業に関しましての１講座、それと

教育文化に対しまして２講座ということで増

やす考えをしております。 

○議長（佐野芳彦） 橋本恭子議員。 
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○橋本恭子議員 それで、太子町のメニュー

は増やす考えのように聞きまして、この出前

講座を今後続けるという回答をいただきまし

たが、私もやはりたつの市とか姫路市の内容

を見てますと、ここにも太子町のメニューが

あるわけなんですが、消防と防災関係が１つ

なんですよね。だから、どこの市や町も割と

防災関係に興味があるというんでしょうか、

そういう関係で５つぐらい計画しておりま

す。 

 それから、太子町にないなと思ってたのが

今佐々木部長が言われてましたように産業、

観光、そういう部門がありません。だから、

やはりつくる必要があるんではないかと思っ

ております。 

 それに、姫路市の場合もちょっと講座名に

ついて今101あるわけなんですが、来年18年

度また７件増やされるそうです。その内容と

しまして、産業の中に姫路の場合は動物園が

あるわけなんです。それで、動物園の希望で

７項目というんでしょうか、７メニュー増や

すとなっております。 

 やはり、たくさんの人に利用してもらうた

めには、内容のインパクトというんでしょう

か、講座名を見て、ああ、これだったら行っ

てみたいなあと、住民が一目で見て興味をそ

そるというんでしょうか、たつの市のように

防犯防火だけの１つの項目じゃなくって、や

はり早く通報119番とか、あなたは身近な人

が救えますかとか、そういう呼びかけ的な、

そういうイメージアップというんでしょう

か、そういう項目が興味をそそるような気が

しますし、このメニューについてはちょっと

増やされますが、十分考えていただいて、皆

さんにもっと利用していただいて、一つでも

たくさんの人に理解していただいて、町政の

ことをご理解していただけるような講座の仕

組みをしていただきたいと思いますが、産業

関係のメニューについて今佐々木部長は増や

すということでしたが、どういう内容を一応

予定されてるんでしょうか、お伺いいたしま

す。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 講座名につきま

しては、太子町の農業を考えるといったもの

でありまして、これからの農政についての内

容でございます。 

○議長（佐野芳彦） 橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 姫路市とかたつのを見て

も、やはり農業は必要ですので、農業も一本

だけじゃなくって、２つか３つのメニューを

考えられて増やしてほしいと思います。 

 それから、私は一番まず言いたいのは、消

防防災関係を１つにするんではなくって、や

はり３つぐらい計画されて、メニューを増や

されて、今消防はたつの市に委託になってお

りますが、太子の分署というんでしょうか、

太子署もありますので、ちょっとお願いし

て、そこの直接太子の方からも来ていただけ

るような講座メニューを増やしていただきた

いなと要望し、最後に、住んでよかった太子

町を目指し、ハード面は財政厳しい折、難し

いことがたくさんありますので、ソフトの面

の事業を充実していただくために、出前講座

のメニューを増やし、継続し、一般質問を終

わりたいと思います。ありがとうございまし

た。 

○議長（佐野芳彦） この際、暫時休憩をし

ます。 

（休憩 午前11時45分） 

   （再開 午後０時59分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 次、１番上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 １番無所属上山隆弘、通告

に沿い質問をいたします。 

 前助役の逮捕についてと予定価格の漏洩に

ついてということで、町としての今後の対応

と防止対策、あわせて町長としての責任につ

いて、信頼回復の考え方について、この３点

についてお答えください。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） お答えします。 

 まず、こういう事態に陥ったことに対しま
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して深くおわびを申し上げたいと思います。 

 まず、第１点目の今後の対応と防止策とい

うところでございますが、やはりこれ入札に

関することも含めて、すべての業務におきま

して、全職員に対して法令等を遵守し、また

地方公務員としての職務の遂行に当たっては

全力を挙げてこれに専念するよう、そしてま

た職務上知り得た秘密等は当然漏らすという

ことはあってはならないことでございます。

そうした面も徹底して指導していきたいと、

このように考えております。 

 そして、今後の対応につきましても、関係

所管課で入札また契約等の改善等をるる検討

し、不正の起こりにくい体制に持っていきた

いと考えるところでございます。 

 そして、町長としての責任についてと信頼

回復の考え方についてということでございま

すが、今、今回の事件につきましては、やは

り町民の皆さんの信頼を裏切ることになり、

心よりおわびを申し上げ、また深く反省する

ところでございます。このような不祥事が二

度と起きないよう問題点の洗い出しを始め、

必要な検討を行いたいと考えておりますが、

今のところ事件の全容等につきましては、事

態がまだ推移しております関係上確認ができ

ないというところでございます。 

 いずれにいたしましても、今回の事件を重

く受けとめ、今後の町政運営をしっかり行

い、町民の皆さんの信頼を回復するために強

く決意をいたしているところでございます。

そうした面、これから捜査当局の全容等々も

明らかになり次第対応を考えていきたいと、

このように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 私もこういった質問をしな

くてはいけないということが残念のように感

じますが、この事件に関しましては大変町民

にとっては大きな衝撃を得ていることである

というふうに思っております。 

 こういうことを繰り返さないように、入札

を含めすべての業務に対し再度取り組んでい

かれるということではございますが、町長は

報道の中で、こういった前助役が業者との絡

み合いがあったかなかったかについて知らな

いということをおっしゃっておられました

が、過去に前助役は業者から議会にも提出が

あった文書において名前も書き、判子をつい

ていた事実もございました。こういったこと

からも何も感じることがなかったのかどうな

のか、実際これが予測できたことではなかっ

たのかということをお尋ねしたいんですが、

いかがでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） 私と前助役とは、いつ

もそういう話をいたしておりました。そうし

た中で、これ入札等々の問題につきましても

今までいろいろと取り組みをした中で、まさ

かこういうことが起きるというようなことは

思ってもおりませんでした。前助役といろい

ろと話しする中でもそうしたことは出てきて

おりません。私も、そうした面はやはり監督

等々の不行き届きの面があるんではないか

と、このように反省するところでございます

が、何分こうした問題につきましては表に出

てこないとわかりにくい面もございます。や

はり、先ほども申し上げましたように、一人

ひとりが行政の担い手また幹部であるという

こと、そして公職についている身であるとい

うことを十分認識する必要があるんではない

かと、このように考えております。そうした

面を十分に徹底をしていきたいと、このよう

に思います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 町長は、第６項目自治と連

携による強い町というところで、このたびの

施政の方針においても、もとより私は、簡素

で効率的、効果的な行政運営につきましては

行政みずからがその体制を整備し、住民や議

会と協調、連携して、かつ説明責任を果たし

ながら推進していくべきものであると考えて

おります。現在のような答弁では、その説明

の責任を果たしているようには思えないので
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すが、いかがでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） この問題につきまして

は、本当に内容的に競売入札妨害という容疑

でこういう逮捕というようなことになってお

りますが、その全容が今まだ調べ中であると

いうことで、わかっておりません。そうした

面を十分確認しながら対策を考えていき、ま

たしかるべき対応をとっていきたいと、この

ように考えております。 

○議長（佐野芳彦） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 それでは、やはり信頼回復

に努められるということは間違いのないとい

うことで確認をさせていただきますが、その

中で先日の議会での報告の中では、これから

捜査当局に全面的に協力をしていくと、そし

て全容の解明に当たっていくと町長は答弁を

されたわけですが、一体当局はどのように司

直に協力をしていくような体制を持つのでし

ょうか。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） やはり今捜査が行われ

ております。そうしたことは私どもの方には

一切入ってきません。そして、捜査当局の方

からは書類の押収等々もございました。ま

た、任意提出というようなこともございま

す。そうした面には全面的に協力をしてい

き、やはりこうしたことが二度と起きないよ

うに、出すべきものはちゃんと出していき、

そして今後の対策にもそうしたことが必要に

なってくるんではないかと、このように考え

ております。やはり、私自身こうした面につ

きましては十分内容を精査してやっていくべ

きだと、このように考えております。そうし

た面、よろしくお願いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 では、その信頼回復におい

て事件以降、町当局は当局内部においてどの

ような調査を行い、今後どのような方向で住

民には説明をしていく話になっておるんでし

ょうか。 

 また、過去のリコール運動に対しまして

も、町長は過去の答弁において、しかるべく

時期に説明を行いたいというふうに話してお

られましたが、その内容もあわせてお答えい

ただきたいと思います。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） いつも申し上げており

ます。前の件につきましても、まだいろいろ

と進行をしております。やはり、こうした件

につきましては、当局の方も内容的には何も

報告、また聞きに行っても教えてもらえるも

のでもございません。そうした中で、やはり

今回の件についても、前回の件につきまして

も、はっきりした段階で住民に説明をしてい

くべきだろうと、このように考えております

ので、その点はよろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 容疑者として挙がりました

南山氏は、過去には１日に我が町の入札を３

つ落札しておることもございましたようで

す。そのときは入札の制度が若干違うかった

わけですが、こういった内部の過去の状況に

おいての再度の見直し、あるいは現在警察に

聞きに行っても話が聞けないということでは

ございますが、内部の引き締めにおいて何か

とられた対策はございますか。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） やはり、この２月22日

の捜査が入りましたのは10時15分ごろであっ

たと、このように思っております。その後、

昼12時半から庁議を開催し、それぞれの部局

で早急に文書を作成いたしておりましたの

で、職員に周知徹底を図ったところでござい

ます。 

 そしてまた、その後それぞれの部課にメー

ルにて綱紀粛正の面を徹底するようにという

ことで通知をさせていただきました。 

 今も申し上げておりますように、詳細がわ

からないということは、今のところ競売入札

妨害という容疑でございますが、背景にどう

いうものがあったのかというようなことも全

く知らされておりませんので、そうした面を
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十分踏まえながら、職員にはやはり公務員と

しての規律、そうしたものをしっかり守って

いって、事務執行に遺漏のないように取り組

んでほしいということで今のところ啓発とい

いますか意識のさらなる危機感を持って対応

するようにということで促しているところで

ございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 内容としては、はっきりと

わからないところもまだ多々あるというよう

なことではないかというふうに考えますが、

このまま終わってしまうようなことではいけ

ないというふうに思いますし、住民の方では

町長を応援された方々も、やはり町長自身は

大丈夫なのかと心配をしておられる面もあり

ます。町長自身が全く知らなかった、関与が

なかったということは間違いのない事実であ

ると信じたいところではあると思います。し

かしながら、どの会社を見ても、ナンバーツ

ーが逮捕されてナンバーワンが関係なかっ

た、知らなかったでは済まない問題であると

いうふうに考えます。そういった意味で町長

としての責任については、今後明らかになっ

たならば、どのような対応で考えていかれる

のでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） そうした質問に対しま

しては、今のところ仮定というようなことし

か答弁はできません。内容等を十分精査して

問題には対処していきたいと、このように考

えております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 最後に、やはり過去からこ

ういった問題が業者間との間でここ最近がた

がたしていたことは事実です。その中におい

て、やはり何かあったのではないか、ああ、

やっぱりなという声も聞かれるときもござい

ました。そういったことがあるということ

は、単独で頑張っていこうとしている町にと

っては大変マイナスな情報でございます。そ

ういった意味では、早い時期に明らかにして

いただくことは、警察はもとより庁内部での

検討、それから入札においても過去から高値

落札であったことは、ほかの議員においても

問題になっていたことではないかというふう

に思います。早急な対応を求めたいというこ

とが私の希望でございます。 

 そして、町長も本当にこれを報道の中で知

らないというような発言をするということ

が、私自身はそれはだめじゃないかなという

ふうに考えます。早い時期に皆にはっきりと

わかるような説明ができる日が来ることを願

っておりますので、その辺に対して努力をし

ていただけるよう切にお願い申し上げます。

これで１番上山隆弘の質問を終わります。 

○議長（佐野芳彦） 以上で１番上山隆弘議

員の一般質問は終わります。 

 次、２番服部千秋議員。 

○服部千秋議員 それでは失礼いたします。

２番服部千秋、公共施設の民間委託について

お尋ねをいたします。 

 特に、図書館について早急に民間委託すべ

きではないという点も含めましてお尋ねをし

たいと思っております。 

 当局からは、町内の複数の施設を民間委託

しようという方向が打ち出されております。

業務内容等を考慮しますと、一律に民間委託

すべきではない分野もあるのではないかと思

われます。業務内容、町民の受けるサービス

の密度等に十分配慮した運営が求められるべ

きであります。各施設を民間に委託した場合

のメリット、デメリットについて、経費の面

だけでなく、業務の面、町民の皆様が受けら

れるサービスの面ではどのような点に変化が

見られるのでしょうか。これについてお尋ね

したいと思います。 

 それから、行革推進室と各担当課との関係

についてですが、意見のすり合わせをされて

いるのかという聞き方よりも、むしろこの行

革推進室は各課にその各課ごとの検討すべき

内容を十分検討してもらって、それを取りま

とめているという役割を主な役割としている
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のでしょうか。 

 国の方針に基づいて民間委託を町内のどう

いう施設でどういうふうにできるのか、具体

的に各課で考えてもらいたいと。それを取り

まとめる担当部署として行革推進室が取りま

とめてるという認識でよいのか、行革推進室

の位置づけについてもお尋ねしたいと思いま

す。 

 まず、以上の点につきまして答弁をお願い

します。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、民間委託

をした場合の変化についてということのお尋

ねでございますが、限られた財源が最も有効

に活用されるよう構造を見直すというもので

ありまして、民間活力による、より安価でよ

り良いサービスということがもともとの指定

管理者制度の扱いでございます。公共性が薄

まったり、町民の皆様の受けるサービスが異

質なものに、また低下を来すということにな

るものではございません。 

 また、一律に民間委託とのご指摘がありま

したが、ただいま取り組んでおりますのは、

民間委託の推進という形の観点から全施設の

総点検をしているということでございます。

点検の状況につきましては、今後太子町集中

改革プランとしての公表をするという運びに

なっております。 

 次に、行革推進室に対するご心配の向きで

ございますが、この改革につきましては太子

町の改革でありまして、行革推進室は取り組

みの進行管理ということを担っております。

その面での指示は行っておりますが、各所管

課との点検の状況を逐一把握してるというこ

とになりますと、実質は困難でございます。 

 点検の状況としましては、四半期ごとに、

あるいは半期ごとに行っておりまして、経費

を中心とした指示に重きが置かれ過ぎている

のではないかというご指摘につきましても、

施設の設置目的を効果的に達成するという大

前提に立って点検をただいま行っておりま

す。したがいまして、経費が中心ではないと

いうことを改めて申し上げておきたいと思い

ます。 

 また、図書館につきましても、先ほどあり

ましたが、現在町が指定管理者の導入の可否

を検討しているとか、業務の一部、全部につ

きまして委託の推進を検討しているというこ

とは、あくまでその検討するということの中

でメリット、デメリット、そういうものを抽

出しまして、最終的にするかどうかを決定し

ていくということでございまして、初めから

指定管理者制度に移行する、また業務を委託

するという考えに立ってのものではございま

せん。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 ありがとうございます。 

 いろんな施設が町内にございますね。保育

所、児童館、前処理場、つくも荘、体育館、

図書館、文化会館、歴史資料館、公民館、水

道事業所、メモリアルパーク等あるかと思う

んですけれど、各担当の、教育委員会であれ

ば教育委員会、それから福祉の部門であれば

福祉の部門、それから水道事業所の方であれ

ば水道事業所の方。今までのところ、どのよ

うなメリットがあるとかデメリットがあると

か、どういうふうにしたらいいんかなという

ことをそれぞれの所管の部署内で各課等にお

きましてどういうような議論がなされてきた

のか、現在わかっている範囲で各ところごと

にお答えいただきますでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） それぞれの施設

につきましてのメリット、デメリットをどの

ように現在把握してるかということでござい

ますが、まず最初には指定管理者の導入の可

否を検討している施設、それと町で直営する

ことを決定しているが将来的に検討を要する

施設というようなものを各担当課の方で抽出

していただきまして、現在その中でふるい分

けをしていると。そして、今現在がメリッ

ト、デメリットを抽出する時期に来てると。

最終的にはどの施設においても21年度までに
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結果を出すということでございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 総務部長の立場としては、

そういう各ところから出てきた大きなまとめ

を述べられてると思います。 

 では、各部門とか、教育委員会とか水道事

業所で具体的にどのようなことをこれまで議

論されてきたのかについて、各ところごとに

お答えいただけますか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（寺田和雄） お答えをいた

します。 

 私の担当の方では、先ほど総務部長からご

ざいました指定管理者制度の導入の可否を検

討している施設ということでメモリアルパー

ク、また現時点で町が直営することを決定し

ているが将来的に検討を要する施設というこ

とで斑鳩保育所、児童館を掲げております。 

 今日まで、まだ本席、また皆さんにお知ら

せする状況に至っておりません。今後これら

につきましては、21年度末までに十二分に検

討いたしまして考え方を整理していきたいと

思っております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（山本庄一郎） 教育委員会関係

の民間委託に対する推進の状況でございます

が、指定管理者制度の導入の可否を検討して

いる施設ということで、町民体育館、陸上競

技場、テニスコート、図書館、文化会館、歴

史資料館、公民館となっております。町が直

営することを決定した施設数というところで

は給食センター、これは一部委託という形で

検討しております。南総合センター、幼稚

園、小学校、中学校という方向でございま

す。 

 現在のところ、まだ情報収集という段階

で、やはり先ほども寺田部長の方が申してお

りましたように、21年度までにメリット、デ

メリット、そういったものを出していきたい

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 水道事業所長。 

○水道事業所長（西村隆志） ご指摘の指定

管理者制度の導入可否の施設という形で水道

事業所が挙がっております。しかしながら、

水道事業所のすべてが指定管理者制度に該当

する施設ではないかなと考えております。そ

れにつきましては、先ほど言われております

ように、21年度までにはそういう施設の内容

につきましては精査しながら指定管理者制度

に移行できる部分等につきましては、検討す

る一つの内容につきましてデメリット、また

メリット等を精査しながらそういう移行の時

期を考えていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 今それぞれお答えいただい

た中には、今まで各担当課等でメリット、デ

メリット等について話された内容については

どなたもお触れいただかずに、可否を検討し

て、全部委託するとか一部委託するとか、そ

ういうことをここここはこういうふうにしよ

うと思うということだけを述べられたわけで

すが、いろいろ検討していく段階には当然い

いところとか悪いところとか、いろいろ議論

が各部署でされてると思うんですね。ですか

ら、そういうことについて民間にお願いした

場合に、もちろんいいところもあるでしょう

し、もしかしたら悪いところもあるかもしれ

ません。そういうことについて各部長さんと

か事業所長さんとか教育委員会さんとか、そ

ういうことについてどのようなことがこれま

で議論をそれぞれのところでなされているの

か、それについて質問をいたしましたので、

再度お願いしたいと思います。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 最終的にそうい

った内容につきまして、検討よりも結果的に

出ておりましたら、各所管の委員会また審議

会、そういうところに諮っていって最終的に

は決定していきたいということでございまし

て、今はあくまで担当課内部でのそういうメ

リット、デメリットの抽出という形で行って
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おります。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 それでは、ここでちょっと

押さえておきたいことなんですが、この民間

委託をするということについて、従来からで

きるだけほとんどのものをしていこうという

ような方針でお話を当局がこの流れからいっ

てされてきているやに受け取っていた部分も

私自身はあるわけですが、必ずしもそうでな

くて、各担当の課等において、本当にこれを

全部したらいいのか、一部だけは業務委託を

することにした方がいいのか、あるいはもし

かしたらちょっとすぐに民間に委託すること

は難しいのかなという部分の施設等も出てく

るのかと。この点を今各担当課等で十分検討

しており、各担当課等から出てきた意見を十

分尊重しながら推進室がまとめて、総務部長

のところでまとめて、それで決定していこう

というニュアンスであるというふうに理解し

ておいてよろしいでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） これはあくまで

そういう施設の設置目的にかなってるかどう

かということが大前提になりますので、総務

部長のところで決定するというものではござ

いません。やはり、太子町全体で考えた中で

費用対効果だけの側面だけで物を判断するん

ではなく、他町よりもすぐれている部分、先

進的なものもございますので、そういった面

も含めまして最終的に太子町として決定して

いくということでございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 町長さん、何かこういうふ

うにしていこうというご意見ありましたらお

願いします。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） ご質問をちょうだいい

たしておりますが、先ほど部長が答えておる

とおりなんですが、絶対にこれ委託なり、ま

た管理者制度に持っていくというようなもの

でもございません。今それぞれの課で精査い

たしまして、それからまた課長会の方でそれ

を持ち上がって精査し、それから今度は部長

会に上がり、その後で最後に庁議の方に持ち

上がると。そして、たくさんの目で、どうし

たらいいか、費用が経費が安くついてもサー

ビスが低下すればこれはまた考えなければい

けないだろうし、たくさんの目でそうした協

議を経ながら21年までにおおむね決定し、そ

してどれをどうするかということを決めてい

きたいと。その中で出せる段階になりました

ら、議会の方にもこういうことを考えている

んだということを申し上げたいと、このよう

に思います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 今の答弁を聞いて、その方

針についてわかりましたし、その方向でお願

いしたいと思いますが、特にこれから今から

図書館のことについて質問をさせていただき

たいと思います。 

 少し長くなりますが、朝日新聞の2006年２

月16日に中央大学図書館司書のイリヤレイコ

氏が書かれてるご意見がありますので、これ

をちょっと時間いただきますが読ませていた

だいて、その後質問させていただきます。 

 「聖域なき構造改革」のかけ声のもと、多

くの分野で官から民への移管が進む。だが、

官民移管は無論万能ではない。移管のマイナ

ス面を厳しく検証しつつプラス面を果断に推

進することが真の改革であるはずだ。その点

で注目したいのが図書館、美術館、博物館な

ど国の文化度を左右する場の民営化である。

特に公共図書館は市民や地域と密着した場で

あるのに、その問題はほとんど取り上げられ

ない。図書館は巨大な本の倉庫にすぎず、司

書は貸し出し係員というイメージだからだろ

うか。だとすれば、日本の情報文化の未来が

深く憂慮されるのである。公共図書館では

03年に導入された指定管理者制度で民営化が

加速し、いわゆる丸投げ委託をするところも

あらわれている。民間の委託先は、開館時間

延長や接客マナー向上など目に見えるサービ

スの改革を強く志向する。だが、目に見えな
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い部分は放置しがちで、その放置され、劣化

にさらされる部分にこそ図書館の存在意義が

集中しているのである。例えば選書――選ぶ

書ですね――選書の継続性がそうだ。図書館

の選書は次世代へ継承すべき資料を選択、収

集、保管するという文書館的役割を担ってい

る。委託によって、この機能に深刻な断裂が

起きる可能性がある。極端な場合、図書館が

ベストセラーを無料で読むだけの場になりか

ねないのである。それを防ぐのは司書だ。選

書――選ぶ書――選書の継続性を保つことは

司書の重要な仕事である。だが、丸投げ委託

では見識のある司書が確保されにくい。日本

の司書はＯＪＴ（職場内訓練）と自己研さん

によって数年がかりで養成されていくシステ

ムだ。必ずしも安定しているとはいえない委

託業者に、そんな人材育成の手間と経費がか

けられるであろうか。公共図書館だけでな

く、教育機関である大学図書館も同様の問題

を抱えている。少子化対策などに伴う経費節

減で委託が進行しつつあるからだ。ところ

で、情報があふれるＩＴ時代の図書館は「図

書の館」よりも「情報センター」となりつつ

ある。図書媒体に限らない情報全般のセンタ

ーとして、利用者と情報を結ぶ役割「レファ

レンスサービス」へと展開している。このレ

ファレンスサービスの認知度が低いことが図

書館の「本の倉庫」的イメージにつながり、

安易な委託を許しているように思われる。昨

今話題のビジネス支援もレファレンスサービ

スである。しかし、03年の全国公共図書館協

議会の調査では、専門のレファレンス…… 

（「資料で出せへんのか」「新聞の読

む時間が……」の声あり） 

 ああ、そうですか。もうすぐ終わる。じゃ

あ、この中の申したいことの……。 

（「言わなあかんで」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 続けて。もう終わる言

ようさかい続けて。 

○服部千秋議員 よろしいですか。 

○議長（佐野芳彦） もう終わるんやろ。 

○服部千秋議員 何分かわかりませんが、４

分か５分かと思いますが、いや、続けるんだ

ったら続けますし、やめ言われたらやめま

す。 

○議長（佐野芳彦） まあまあ読めば。読ん

で読んで。 

○服部千秋議員 読みますか。 

○議長（佐野芳彦） 読んで。速やかに読ん

でください。 

○服部千秋議員 どこまで読みましたっけ。 

 ちょっと、じゃあ聞きたいことをこの中で

聞かせていただきます。 

 この中で、この内容をもとに特にわかって

いただきたかったんで読み上げていたわけで

すが、日本の司書は職場内の訓練と自己研さ

んによって数年がかりで養成されているシス

テムになっていると。ですから、外部委託し

た場合に、すぐにそれと同じようなものが住

民の皆様に提供できるかできないのか、この

点において、もしかするとマイナスの面が図

書館の住民サービスにおいて起きるのではな

いかという点と、それから図書館がもしも無

料の貸し本屋になったら困るという指摘が、

今読みませんでしたが、この中に書かれてる

わけですけれども、図書館にはもちろん本を

貸すという仕事もありますけれども、それ以

外のいろんなサービスもあり、特に私は思い

ますが、私たちの太子町の図書館の質といい

ますのは、館長さんを始め司書の皆様はとて

も優秀であると思っております。ですから、

安易に民間委託にするべきではないというふ

うに私は考えておりまして、今までの答弁か

らですと、今後各部署でいろいろ考えて結論

を全体で出していくということでしたので、

そのようにしていただけるものと安心してお

りますけれども、安易に図書館を民間に委託

されないように望みたいと思いますが、この

点についても、先ほどお答えいただいたよう

に、総合的にいろいろ各担当を始め議論をし

ていただいた上で最終的にどうするかという

ことを決めるという認識でよろしいですね。

これだけお答えいただけますか。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 
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○町長（首藤正弘） お答えします。 

 先ほど来ご答弁させていただいております

ように、図書館だけじゃなくして、すべての

今考えておる施設関係で、どちらの方が最終

的にいいんだと。サービスが低下し、また本

当に町民の皆さんに不自由をかけるというよ

うなことばかりになっても、これは大変なこ

とでございます。そうした面を精査しなが

ら、すべての施設でどちらがいいかというこ

とを十二分に検討して結論を出していきたい

と、このように思います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 では、そのようによろしく

お願いをいたします。どうもありがとうござ

いました。 

○議長（佐野芳彦） 以上で２番服部千秋議

員の一般質問は終わりました。 

 次、16番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 通告の順に従いまして一般

質問を行います。 

 最初に、自立のまちづくりについてであり

ますが、全国各地で小さくても輝く自治体を

ということで、当該自治体を中心としたとこ

ろでフォーラムなどが開催され、それぞれが

励まし合ったり、あるいは推進のための手だ

てを研修したり、そしてそれぞれの町で自立

のまちづくりを進める、そういうことをやっ

ているわけでありますが、特にその中で重要

な問題というのは、まちづくりの基本的な計

画が住民の参加を得て住民とともに練り上げ

られているかどうかが問題であります。 

 資料でも紹介をしておりますように、矢祭

町のように、今回いち早く自立を宣言した町

でございますけれども、次は条例でもって、

法令をもって命令せられない限り、合併する

ことなく自主、自立、独立の道を歩むという

ことを宣言をして、これを自治基本条例――

参考につけておりますけれども――これに定

めているわけです。 

 これらのことを見てもわかると思うんです

が、真剣にまちづくりに取り組んでいる。住

民とともに自立のまちづくりを進める。それ

こそが肝要であることが示されていると思い

ます。そのことについて参考にすべきことは

ほとんどだろうと思いますが、どういうこと

を参考にしてこれからのまちづくりに取り組

むかが問題でありますので、その説明を求め

ます。 

 それから２点目に、本町も住民に対しまし

て自立を決めた後の住民説明会でも、またそ

のときの資料でもそうなんですが、自己責

任、自己決定を全面に出して負担や犠牲を押

しつける、現在はそういう状況だと思いま

す。住民が本当にこの町に住んでよかったと

実感できるような町、夢を持って子育てがで

きて、老後が安心できるというような目標と

理念を持ったまちづくりを展開する。私はそ

う思うんです。それが大事だと思うんです

が、取り組み姿勢について伺いたい。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、自主自立

の先進事例を参考にした取り組みが必要であ

ろうということのご質問でございますが、矢

祭町などの真剣な自立への取り組みにつきま

しては敬意を表するものであります。 

 ただ、矢祭町の職員がある報告書に、お互

いの顔が見える小さな町だからこそ町民のニ

ーズを把握することが比較的に容易にできる

というふうに述べておられます。 

 個々の自治体におきましては、それぞれ異

なる行政要件、行政環境が所在するものと考

えております。太子町におきましても、まず

個々の職員の意識改革を図るとともに、広範

な住民ニーズに的確に対応しながら、地域協

働を進め、自主的な自立へのまちづくりの一

層の推進に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、行政改革の種々の実施項目におきま

して、行政から住民への負担転嫁のように考

えられる部分もあるということのご意見でご

ざいますが、行政情報の公開、開かれた行政

運営を一層進めていくことによりまして、町

の行政執行状況を真に住民の方にご理解いた
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だき共有いただくことによりまして、町民の

皆さんのまちづくりの関心がさらに進み、町

民の皆さんに負担してもらわなければならな

いこと、役場がやらなければならないこと、

そういった自立のまちづくりを見据えた行政

改革の目的がご理解いただけるものと考えて

おります。そこから町民の皆さんの自発的な

協力体制が生まれてくるものと期待するとこ

ろであります。 

 この町にずっと住み続けたいというような

実感を町民の皆さんがお持ちいただくような

まちづくりを進めていくことが行政執行の第

一義に大切なことでありまして、行政運営の

目標であります、その理念といいますのは、

太子町総合計画の基本目標“和のまち太子”

に述べているところであり、施策に沿ってそ

のまちづくりを今展開をしているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 繰り返し言われているよう

なことなんですが、理念っていうのが確かに

目標“和のまち太子”ということでの、これ

がスローガン的に言われていますが、その内

容が問題だということだと思うんです。 

 先ほども出ておりましたが、矢祭町は小さ

いっていうても、やはり面積もあるわけです

から、目で確認、お互いの顔がわかるってい

うような人口的にはそうなる。だから、それ

は報告されてるとおりだということなんです

けども、一方今大雪で大変なことになって

る、ここで何回か私も紹介をしている新潟県

の津南町などは同じようなことなんですが、

面積も広いし、ここよりかは人口も多いとい

うところで、やはり住民と職員、議会全体が

一体となってまちづくりを進める、矢祭町と

よく似た形で進めていっているという、こう

いうことを先進事例として学んで、ここでど

う取り入れていくことができるんか。 

 自治基本条例っていうことで、ここで触れ

ているようなことについて一つでもいう、私

は一つもないような気がするんですよね、太

子町の場合は、何か。主権者は町民やといい

ながら、実際は町民を忘れとると、こういう

ようなことではないかと思うんで、自治基本

条例なり住民参加条例を何回か要求してきて

いるわけなんですが、矢祭町の簡潔なこの条

例っていうのは、８条で町民のあり方、そし

て10条で町民の参加、そして９条では財政問

題の健全化に互いに協力し合っていくという

ようなことが出ているわけですし、また６条

では町執行部及び職員の責務っていうこと

で、町民の負託にこたえる奉仕者、これを肝

に銘じるていうことがあれば、多分私は今回

のようなことも、入札をめぐる高値落札の問

題も、すべてその立場でやられると、このよ

うに私は思うんです。そういうことが欠落し

ているところに本町の自立のまちづくりのい

わゆる問題があるのではないかと。自立を進

めていくことについては私もいいわけであり

ますが、ちょっと見てくださいよ、いろんな

スローガンが挙げてある中で、矢祭の２条な

んかははっきり、元気な子供の声が聞こえる

町というふうに触れているぐらい。そして、

その中で子供を中心にしながら年寄りの施策

あるいは婦人の施策、それぞれの施策をやっ

ていこうということで、そこでコミュニケー

ションもよくとれて進んでいくと言われてる

んですね。 

 ここだけではないんです。兵庫県でも村岡

町っていうのが非常にこの辺ではよく評価を

されてる町として出てくるわけですが、ここ

ではいわゆる子育て子育ちができる、夢をも

って子育て・子育ちができる郷・村岡ってい

う、その中にすべての施策で、やはり子供を

中心に高齢者施策とか農業産業施策、社会資

本整備施策、こういうことについても一緒に

考え合うと。子供が育ちよい環境にあるかど

うかっていうことで基準がそこに置かれてい

る。そのための論議も行われる。そういうと

こだと思うんです。 

 だから、先ほど言った津南の場合もプロジ

ェクトチームを11つくって、ここでは組織の

問題ではきょう触れていこうと思いません
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が、係長の廃止とか、もう班で運営をする

と、課長のもとに。弾力的に運営をしていこ

うというのが津南の今の取り組みです。それ

らのことを含めてみても、太子町の取り組み

はぬるま湯で危機感が職員の中にもないんじ

ゃないかと、こういうふうに思うんですね。

そういう点で伺ってるわけです。 

 だから、一つでも学んで取り組む姿勢こ

そ、それが本当の理念になってきてこそまち

づくりが進むもんやと、このように考えます

が、その点いかがか、再度説明を求めたいと

思うんですが、自己責任ていうのは町みずか

らの責任も明確にせないけませんわね、決定

も。一方、住民も負担についてももちろん何

も負担せずに善政をしいてくれということは

ないと思うんです。工夫すべきところで節減

をして、そして必要なところに、今の時節に

必要なところに財源を充当する、それも大事

なことです。そういう点で再度説明を求めた

いと思います。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 17年９月の議会

におきましても、自立へのまちづくりを進め

ていくためには、まず行財政改革の取り組み

が最重要であると。その上で住民、議会、行

政、この三者が一体となるまちづくりを進め

ていく連携と協力、いわゆる協働と参画と、

有効に活動し、まちづくりが進められていく

ということを申し上げております。 

 それと、そういったものに関しましては、

最終的に地方自治法に基づく町の使命、それ

が今の太子町の“和のまち太子”の基本構想

に基づくものでございます。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 これ、総務部長はそういう

答弁なんかもわからんけども、町長なり何な

り執行責任者は私どない思うとってんです

か。これを読みましたか。どう受け取ったか

というて私は聞いとんですよ。やっぱり対応

するべき執行者の中心がそのことについて目

覚めなんだら、あとが動きにくいと思うんで

すよ。いかがですか。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） 今ここに矢祭町の基本

条例をいただいております。読ませてもいた

だきました。 

 また、テレビ放映等でも、その実態という

のを私も見たところでございますが、なかな

かこのまちづくり、今の太子町と矢祭町との

実態、そうしたものを見ていく中で、基本は

何も変わったところはございませんが、この

実態の中で、これをすっと目を通させていた

だきましても、ご無理ごもっとものことが書

かれておると、挙げられておると、このよう

に思っております。そうした面、太子町にお

きましても、そうした基本姿勢というのは何

ら変わるところではないと、このように思っ

ておりますが、しかしその中で即当てはめら

れるかというと、お互いが理解し合わなけれ

ば難しい問題であろうと、このように思って

おります。できる部分から太子町としても取

り組みをさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 町長、理解し合うために何

が必要なんですかね。もちろん情報もそうだ

し、必要な参加の条件を開いて、町の責任も

情報を提供したりして物事を決めていくプロ

セス全体に住民が参画する。 

 今も、先ほど指定管理者制度の問題でもあ

りましたが、内部で検討してこれがという

て、それを議会あるいは住民に諮っていくん

だというようなことを言いますが、そうじゃ

ないと思うんですよ。こういう施設について

いかがお考えかといって一緒に考えるという

ところから始まってんねん、どことも。課題

は行政から出そうが住民から出そうが、それ

を必要とする場合は一緒に考えるっていうの

があるわけですね。 

 何もこれを読んだりしませんけども、地方

議会人という中に今回それを紹介してるんで

す。やはり太子町と違うのは、議会を基本的

に尊重して、すべての問題を議会で協議をし

て進めようとするような姿勢にも欠けとる
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と。ここは違うんですよ。ほいで、ここの矢

祭町長の根本さんというのは、ちょっとこう

いう投稿をするんですから持ち上げとってん

かもわからんけども、議会に対しても本当に

取り扱いがきちっとされておると。議会の存

在意義をきちっと認められて取り組まれてい

るっていうところなんですね。 

 そういうことも含めて、この自治基本条例

の中では、もちろん町民、議会の役割も書い

てあるわけですし、そういう中で一緒になっ

て考える。わずか10条の基本条例の中に、こ

の約束で、法令で命令されん限りは私とこは

行くんですと、こういうことで全町民が、あ

るいは議会が町職員が一体となって取り組む

ところに太子町との違いがあるんじゃないで

すか。大小じゃないですよ。そう違います。

いかがですか。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） 私自身も、何も町民の

皆さんをないがしろ、また議会にどうこうと

いうことも全く思っておりません。同じ歩調

で歩ませていただきたいと思いますが、その

中でやはりこちらにできる範囲、執行の分野

でできる範囲では任せていただきたい点も

多々ございます。すべて町民の皆さんのご意

見も、今パブリックコメント制度、またその

中で町民提案箱も設けております。また、私

自身も町長室の開放ということで日を設定さ

せていただいております。そういうご意見

等々はどんどんお寄せいただき、そうした取

り入れるべき点は取り入れさせていただきた

いと、このように思っております。 

 そうした中で、それぞれの審議会の委員さ

んにつきましても、住民の皆さんの中からご

要望を受けて、新年度からそういう委員さん

にも入っていただき、そしてご議論願うとい

うことも考えております。そうした面は何ら

私自身意に反するもんではございません。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 ちょっと耳が痛いかもわか

らんけれども、矢祭だからこれができるって

いうことじゃないこと。それは、一つは今年

度からもう交際費全廃ですね、ここは。全廃

するんです。そして、やはり給与も大幅カッ

トされています。そういうふうにきちっとみ

ずからの襟を正しながら住民と相談してい

く、そこも全然違ったところじゃないかなと

思います。今後またこういう面で追及をして

まいりますので、次の質問に移ります。 

 次に、公の施設の指定管理者制度の適用に

ついて伺いたいと思うんですが、今年度は既

に議案に上がっております石海南幼稚園の跡

を保育所として指定管理者に管理運営をゆだ

ねる、こういうふうになっているわけです

が、それに先立って条例があるわけですけれ

ども、特に今整理が要るのは、一つに指定管

理者を指定するに当たって請負や業務委託と

同様に議員及び町の幹部職員等の関係者を指

定管理者にすることを制限するなど指定の制

限が必要である。これはあちこちで今問題に

なってることなので、そういう制限規定って

いうのを新たに整理しとかないといけないん

じゃないかということが一つです。 

 それからまた、公の施設の管理運営の公共

性っていうこと、それから透明性が失われる

ようではだめになります。その前提として指

定管理者の業務に関する情報公開が不可欠で

あると考えます。情報公開の実施機関に加え

る必要があると思うんですが、その取り組み

について説明を求めます。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 指定管理者にす

ることの指定の制限ということでございます

が、指定管理者による公の施設の管理は、議

会の議決を得た上で地方公共団体にかわって

行うもので、地方公共団体と指定管理者とは

取引関係に立つものではないため、いわゆる

請負というものには当たらないということで

ございまして、兼業禁止規定の適用はされて

おりません。地方自治法上排除されません。 

 しかし、選定は公の施設の設置の目的を効

果的に達成する観点に立ち、公正になされな

ければならないことは当然のことであり、条
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例によって適切な選定手続が進められるべき

ものであります。 

 そのため、指定自治体、議会の議決を得な

ければならないとなっているわけでありま

す。選定基準につきましては、施設の設置目

的上により異なるため、個々に策定し、根本

は平等利用、サービスの向上、管理経費の縮

減ですので、現行条例におきまして適切な選

定をしたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 それと、情報公開の実施機関に加える必要

があるかということでございますが、これに

つきましては平成16年12月議会で可決いただ

きました議案第75号太子町情報公開及び個人

情報の保護に関する条例の一部を改正する条

例によりまして実施機関に加えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 この指定管理者の実施機関

かということについては、これどのようにう

たってましたかね、この指定管理者個々につ

いては。私はちょっとこれではあかんなあと

思って言ってるわけですけどね。それで、第

三セクターとか、ここにはありませんけれど

も、町が出資をしたり援助をしたりしている

ところすべてになってましたかね。なってた

ら、また答えてください。 

 それから、指定管理者はもちろん議会で議

決をするわけですが、当然条例でそういうふ

うになっていくわけですけれども、今あちこ

ちで問題になり、やっていることの中に、努

力規定のような形ででもきちっとやっていこ

うとするところも生まれてます。 

 条例規定でも何ら差し支えないんだけれど

も、やはり条例で決めていくということはき

ついっていうことで、努力義務として指定管

理者に課しているような、請負契約じゃない

ですから、だれでもできるていうことなんで

すよ、はっきり言えば。だけども、だれでも

できるようなことで、姫路でも今大騒ぎにな

っていることもありますし、ああ、福祉法人

が何を、すべての福祉法人が悪をするという

ことを私は言うてませんけれども、それぞれ

健全に運営されている。そして、そういう中

でも悪をするところも出てくる。そういうこ

とがあるから事件が絶えないわけですね。ほ

んで、やはりこの中でもきちっと努力規定と

してうたうことによって排除ができるという

ことでございます。請負契約に準じた形で関

係者が、いわゆる町の幹部また議員等が関連

するようなところも排除ができるし、そうい

う中にうたい込むべきだという意見もあるん

です。それを否定されますか。私は必要だと

思うんです。そこで禁止規定にしとく方がは

っきりしてくるということなんで、その点も

整理をして答弁願いたいと思います。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 指定管理者の指

定手続に関する条例そのものは地方自治法上

に基づき制定をしております。 

 当然のことながら、そういった制限に対す

るものにつきましては、選定基準の中でも明

記できることでありまして、必ずしも条例上

にうたわなければならないということではな

いと思います。 

 ただ、そういった問題が生じる可能性があ

るならば、そういったことも検討する余地は

あろうかと考えております。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 いや、ないとは言えないん

じゃないですか、これは。だから、最初に具

体的にいわゆる今度指定管理者に指定すると

ころがそうだということじゃなくて、この段

階できちっとしとくべき、いわゆる契約書に

準じたようなもの、そういうものでうたい上

げていくっていうことが大事だと言われてる

んです。そのことによって縛っていくという

ことも、縛られていることの方が大事なんで

ね。 

 ほんで、これはなぜかといいますと、それ

も含めてなんですけども、指定管理者の後の

こともあるんです。やめた場合の職員の身分

の問題からたくさん出てくるんですよね、こ

れ。うまくいかなかったらやめるんですよ。
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やめた場合の雇用関係の問題からいろいろあ

るから、それらも含めて一つの取り決めをし

て、それを遵守していくような形で協定をす

るということが必要だと言われてるんですけ

ど、そういう点も含めた形が今回から必要で

ないかと、こう思うんですけど、いかがです

か。 

○議長（佐野芳彦） 暫時休憩します。 

（休憩 午後２時08分） 

   （再開 午後２時10分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（寺田和雄） ただいまのご

質問で、今時ご提案させていただいておりま

す石海保育所の指定管理者制度、これにも想

定できる事例かと思います。 

 ご案内のように指定管理者制度におきまし

ては、受託者の方でこういった職員、スタッ

フの手配もし、雇用関係も受託者と使用者と

の関係が生じて労使関係はできていくもので

ございます。 

 今後運営していく中で、あってはならない

ことですけども、管理の履行ができないとか

ということでの当方からの解約、また受託者

側での事業経営ができないというふうなもの

が想定されるとしますれば事前に、後ほど協

定で結びます、この最後の項目に挙げるわけ

ですけども、指定管理者制度の中での疑義の

取り扱いについて双方誠意を持って対処する

という項目で基本的には対応するわけです

が、いわゆる受託者側の使用者については基

本的に指定管理者の方での采配をお願いする

ことになります。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 兵庫県でも三田市なんかが

要綱でというようなことを言ってるんです

ね。今、急速にこれからありますから、どこ

ともの議会でいろんなことが出てくるし、自

治体が指定管理者の指定を行うということに

なるわけですから、それぞれ研究をされたり

して遺漏のないような取り組みをするってい

うことで要綱で定めると。 

 実際に、自治法で言う請負禁止の趣旨って

いうのは、もう何回も説明する必要はないと

思いますけれども、営利をいわゆる議員なり

あるいは町の幹部が得ることのないように兼

職禁止の問題を含めて整理がされております

し、何親等までということがあるわけですけ

れども、これから想定できることがいろいろ

出てくるわけですから、それを最初からそう

いう者には指定管理者になっていただくわけ

にいかないていうことで排除規定をそこに設

けることの方が後々に誤解も招かないし、ま

た健全安心な運営ができるということ。 

 それから、よく見きわめないといけないの

が、先ほどの経営の安定ということがなかっ

たら、いつ契約期間を満了するまでになくな

ることもあるし、満了してもそこで働いてた

職員等にも影響を与える、それらのことをあ

くまで要綱なり協定にうたい上げておくとい

うことが大事だと思うんですが、ただ今の説

明のように双方協議する、双方協議する段階

では遅い場合が多いです、特別の場合以外

は。だから、事前に互いに確認をしといて、

それに基づいて指定管理者として施設を管理

運営すると。そして、今回で言えば保育の充

実をしていくということが責任だということ

で協定しておく必要があるように私は思いま

す。それはもう早急に行政側で取り組んでい

ただかないといけない問題だと思いますの

で、ここで言っといて次に移りたいと思いま

す。 

 それから次に、前助役の逮捕について、先

ほど上山議員の方が若干お尋ねでありました

けれども、私はまず最初に、昨日この会議が

開かれるに当たっての議会開会のあいさつで

町長はこの件について一言も触れなかった。

公式の席で。ただ、この間、行政報告という

ことで23日に全員協議会で経過を説明された

ということでありました。やはり、なぜそう

いうことなのかという点では町長の姿勢に理

解に苦しむわけでありますが、23日から２日
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まで。２日は議会の公式の席の定例会最初の

日です。これには当然あいさつも会議録に載

るわけですし、そういうことがきちっと会議

録にも載っていくような形で住民に対する不

祥事のおわび、それから再発防止に係る取り

組みっていうことが説明されて私はしかるべ

きやと、それが姿勢ではないかなあと思うん

です。それが欠けておったことについて最初

に説明を求めることです。 

 それから、今回の事件は町の公共工事に係

る契約等につきまして、透明性、公平性、競

争性を基本にした入札制度のあり方の改善、

これは私がもう議会たびに言ってることであ

りますので、しかしそれには実質的には耳を

かさずにやってきたという結果ではないかな

あと思いますが、その点いかがか。 

 それから、その内容は入札等を執行する側

がみずから行った本当に恥ずべき事件であ

り、住民に対する背信の行為であると。その

結果が高値で落札をされ、町に損害を与えた

と、このように私は思うんです。 

 事件の全容と再発防止対策、責任等につい

て。全容というのは今の説明でもわからな

い。資料等も捜査当局に行ってるからわから

ない。ほいで、聞いても教えてくれない。そ

れは当然のことなんですが、そういうもので

はなくて、なぜこの事件が起きたのか。それ

は土壌があったからです。私はそう思いま

す。それが何回も指摘していることだと思う

んです。その点を全面的に検証しないと再発

防止には絶対にならないと思うんですね。 

 それと、町長は助役を選任をするっていう

ことで議会に提案をして、議会は同意をする

と。議会も同意責任があります。町長は選任

責任があります。その点でどういうふうに、

住民に対して説明をし責任を明確にする必要

が私はあると思うんですよ。そういうことが

いまだに何もない。そういうことがあって初

めて全職員に綱紀の粛正なり、法令に基づい

て仕事をするように指示をするなり、それが

生きた形で伝わっていくんです。全然それが

ないんじゃないですか。はっきりさせていた

だきたいと思います。 

 それから２点目に、入札、契約の改善につ

いては、私はもう本当に条件をつけずに一般

競争入札を実施すべきやと、こういう機会

に。いわゆる最低制限価格ありとするならば

事後に最低制限価格。また、予定価格を公表

することで事足りると、このように考えるわ

けです。これまでの経過から見ても、このこ

とをやらないと、とてもじゃないがこれらの

問題に対応できないと思います。その点説明

を求めます。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） お答えします。 

 まず、冒頭に今次議会のあいさつの中でな

ぜ入れなかったかという件でございますが、

私自身も先ほど議員おっしゃいましたように

翌日23日に全員協議会を開いていただきまし

て、そこでご報告申し上げ、陳謝申し上げた

ところでございまして、そうした中で今次本

会議では冒頭でのあいさつには組み入れてい

ないということでございまして、また一般質

問等々もちょうだいしております関係上、あ

いさつの中に入れなかったということでござ

います。 

 それから、取り組み、責任等々の問題でご

ざいますが、やはり今安易に今の現状だけで

どうこうということはいかがなものであろう

かと、このように思っております。やはり、

全容を究明される中でそれは対処していくべ

きであろうと、このように考えております。

やはり、この問題につきましては、私自身も

上山議員のご質問でも申し上げましたよう

に、本当に真摯に反省し、また私を含めて全

職員が一丸となって綱紀粛正等々また職務の

遂行に当たりまして危機的な意識を持って取

り組んでいかなければならないと、このよう

に思っております。そうしたことによって、

やはり町民の皆さんの信頼を回復できるんで

はないかと、このように考えております。 

 それから、入札の件でご指摘をちょうだい

いたしておりますが、この件につきましても

14年４月に予定価格を事後公表させていただ
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き、その14年７月に制限つきの一般競争入札

を試行として取り組みをさせていただき、そ

の中でまた15年４月からは制限つき一般競争

入札を2,500万円以上の土木工事につきまし

てはすべてを、試行じゃなくして、制限つき

の一般競争入札に付していくということで取

り組みをさせていただき、その後いろいろと

内容的に精査等もさせていただきました。し

かし、こういう事態になったということは、

やはり真摯に反省しながら、そうした改善に

向けて取り組んでいかなければならないと、

このように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 私は、ここでおたくらは耳

が痛くなるほどか、何回もくどいなというこ

とで聞かれとったと思いますけども、今の制

度もだんだんだんだん業者にとってやりやす

くしてきて高値落札になっとんですよ、どっ

から見ても。指名競争入札と全く変わらな

い。指名競争入札でない一般競争入札の制限

つき、地域限定型を縮小して。こんなあり方

はないですよ。だから、高値落札になってい

る。それが今回の事件と全く関係ないと言え

るんかどうかが問題です。予定価格を漏らし

たと、漏らさんていう問題以前の問題に、太

子町の場合の入札のあり方には私は疑問を感

じております。だから言っておるんです。 

 それらを仕組んでいくのが、直接の指名の

委員長は助役ということで今まで説明があり

ました。入札を執行するのはどなたですかい

ね。基本的に言うたら町長でしょう。町長は

今までに何回この入札を執行されましたか

ね。ほとんど前助役、今もそうかもわからん

けども、丸投げしとんじゃないですか。それ

を知らないでは通らんですよ。 

 前回の12月の議会でも、私が聞いたことに

対して担当から答弁があります、中にはいわ

ゆる業者からの働きかけが減ったという、こ

ういう形の中でありますねえ。ほんで、それ

は最低制限価格を公表しとんですから、それ

を逆算すれば高値にたどり着くようなことが

平気でやれる。これはもう仕組み上そういう

ふうになっとると思うんです。だから、いつ

も同じことをやっていてはだめだということ

で私も言ってきました。最低制限価格をあり

とするならありで結構ですが、従前の執行の

形に戻していくと、それも一般競争入札でや

っていくことによってこれらの改善ができる

と、このように思うんです。 

 これまでにおくれてきて入ったものがあり

ましたね。そんなこともええかげんにやっと

る、許される、それが太子町の入札であった

んじゃなかったですか。それが落札をするよ

うな形になってんですから、おかしな話です

よ。 

 これまでただしてきたことが振り返ってみ

ますと、今回の事件が起こって当たり前。漏

洩問題、競売の妨害っていうようなことでは

なしに、もともと太子町と業者との関係。西

田氏、それから南山氏。南山氏のことについ

ても、大村町長時代に、手を挙げた者が暴力

でなかったのかということをここでただされ

ました。しかし、当事者は、手を挙げたのは

おろしとうときにこすっただけやと、こんな

こともありました。それら全体を通してここ

で整理が要るんじゃないですか、太子町と業

者の関係は。それらを洗ってこないと、この

再発防止には絶対私はならんと思うんです。

違いますかね。いかがですか。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） この入札問題につきま

しては、いろいろと議論されるところがあろ

うと思います。私自身も、この15年４月から

本格実施をし、またその中で最低制限価格も

公表した中で、まさか今次のようなことが発

生するということは考えておりませんでし

た。いみじくも今議員さんの方も、最低制限

価格を公表すれば上も予定価格もわかるじゃ

ないかということ、そういうことは可能で、

大体の予測はできるかもわかりません。そう

した中でのこういう事態でございます。やは

り、この問題については当地域では進んだや

り方であろうと、このように思っておりまし
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たんですが、こうした事態になったことをか

んがみまして、今後より一層改善するべき点

は改善していきたいと、このように思ってお

ります。 

 今までの取り組みが、そうかといってむだ

であったかというと、私は一概にそれは言え

ないと、このように思います。この当地域の

体質ということも言われておりますが、やは

りお互いがこれは当然のことでございます。

真摯に対応するべきであろうと、このように

思っております。今次の件を十分に踏まえま

して、そうした面にも取り組まさせていただ

きたいと、このように思います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 町長、町長自身は就任後何

回……、町長が執行すべきことなんですよ、

委任してない限りね。任せたというてやっと

んでしょう。任せてばっかしかいな。だか

ら、何回執行したか、あとはそういう執行を

投げていたと。それは業者の側から町長は逃

げとるという話がたくさん出てましたよ。そ

ら風評ということでありますが、そんな話が

出てましたよ。表に出ないということ、入札

の表に。逃げとるという話も出てましたとい

うことだけは聞いといてください。そんなぐ

らい町長は余り執行してないんじゃないかと

いうことなんですね。だから、何回執行され

たんか聞きたいぐらいです。 

 それと、最初に言いましたように、選任を

した者の選任責任っていうのはあるんですよ

ね。ありまへんか。上司っていうのはね。こ

れもきちっとここで本席で説明をしといてい

ただきたい。今後の問題。 

 それから、業者との関係では、12月のとき

にも名誉毀損等の問題では私も考えていくと

いう答弁をしてるわけですが、西田組の西田

氏に対する問題もはっきりとすべきでなかっ

たら、それがなされなかったら、業者との関

係をやっぱり私は疑います。そういうふうに

きちっと襟を正していないところに問題点が

あると思いますので、その点の責任も明らか

にしていただきたい。 

 それから、ちょっとあわせて、また後で総

括でも伺いたいと思うんですが、前年の中で

もお伺いした、工事の発注で今工期がもう終

了時にほとんどなっとんですけども、この工

期内に完全に終われる、３月ね、そういう終

わる見通し、進捗で確実に終われるという仕

事、水道も含めてです、それも確実につかん

でいるかどうか問題があるようなんで伺って

おきたいと思います、あわせて。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） お答えします。 

 入札件数で私が何本入札をやったかという

件ですが、私の記憶では15年の制限つき一般

競争入札をやるまでは私が出て執行しておっ

たと、このように思っております。やはり最

低制限価格も公表し、ある程度軌道に乗った

ということで助役にお願いしたというところ

でございます。 

 それから、助役に丸投げであるじゃないか

という件でございますが、これ町長が絶対に

入札執行しなければいけないということはな

いと、このように思っております。 

 助役さんの選任ということでございます

が、これはやはり助役選任につきましては執

行者に責任があると、このように思っており

ます。選任時点では絶対にこういうことがあ

ってはならないという中で信頼して選任した

ところでございますので、その点こういうこ

とが起きたということは本当に町民の皆さん

には申しわけないと反省しなければならない

と、このように思っております。 

 以上です。 

（桜井公晴議員「今のわからんねん

な。あと、今度のときに説明してくれ

たらええけど、そのことは。終わるん

やな。それも手持ちがあったりして、

又請け、下請したりするからや。ない

か。工期にみんなちゃんと終わるんか

言うとんや。わかっとん」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） 工期にすべてが終わる
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かという件でございますが、本日この一般質

問の中での通告の中には、そうした面がなか

ったということで調査はいたしておりませ

ん。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 あと調査しといてくださ

い。もう３月定例会中に出てくるんですから

ね。 

 あとね……。 

○議長（佐野芳彦） 桜井議員、あと12分や

からバランスを考えてください。 

○桜井公晴議員 わかったわかった。ここは

ちょっとね。 

 先ほども言われておるわけですが、町長は

執行はせんでもええと。だけども、基本的に

は町長が執行する仕事ですわね。それを委任

をする。執行を助役にさせる。そういう面で

は何ら問題はないとは思いますが、この最近

はすべてでしょう。それで私が何でそんなこ

と言うたかというのは、業者の面前に出ない

と。 

 もう一つ、予定価格は何回もおたくらが説

明しとるのは、入札当時のここで上げるんで

すわと。そこでしかわかりませんと。予定価

格ですから、そこで設定するんじゃと言うと

るわけや。ほいたら、もともと設計図書、設

計書、ほんで金額が出てくる。それからどう

いう形になっていくかという問題なんですよ

ね。そのとき決める。封あけて決めるんや。

それは前からそういうふうに説明だけしとん

ですわ、実際はね。そういうふうに説明しな

いといけない。ほやけど、その内容を知っと

るもんは何人おるんやと、実際は。何％引く

んやと。部切りですわ。予定価格や。何ぼか

引く。その何ぼ引くということがわかっとら

な予定価格わからへん、絶対にね。だから、

そういう面で言えば、それらのことについて

しっかりと整理をしとったかどうかというこ

とと、そこにも責任があるんですよ。町長が

執行責任ですからね。具体的に執行したのは

助役であったって、入札執行責任は町長です

から。そういう点ではっきりとしておかない

けないと思うんで、くどくど言うとる。 

 それからもう一つは、先ほど聞いたのには

答えがないんやけども、西田さんに対する問

題もはっきりさせるというときは、機を逸し

たらだめになりまっせ。これも襟を正とらん

じゃないかということを聞いとるんです。そ

の点についても、これは件数とかどうこうと

いう問題じゃない。町長自身がやるべきこと

やから、それははっきり説明を、対応につい

て説明をすべきやと。 

 それから、工事の進捗、工期までに終わら

せられるっていう問題については、次回どこ

かで聞きますから、入札いっぱいありますか

ら、そこでむしろ町側から説明をしていただ

くようにお願いしときたいと思います。いか

がですか。 

○議長（佐野芳彦） 助役。 

○助役（八幡儀則） 今、種々お尋ねでござ

いますが、まず入札関係でございますが、入

札に当たっては太子町はちゃんとそういう意

味では職務を分けてる状況でございます。助

役を私が任されて入札の執行に当たっており

ますが、当日の朝、これは議員ご案内のよう

に担当課長と町長等で決定いたします。私自

身、前助役も含めてですが、予定価格につい

ては承知していない状況でございます。そう

いう意味で役割分担的にやっていると自負い

たしております。 

 それから、工期のことでございますが、こ

れについても年度内で完了するよう努力いた

しておりますし、今回の補正の中でも明許繰

り越しという部分以外のところではないとい

うふうにとらえていただいたらよろしいかと

思います。 

 以上でございます。 

（桜井公晴議員「いや、そんなこと違

うやろ。おくれてきよる言うんよ。実

態なかったらええけど。明許繰り越し

はないて、そんなもん違う。出ていく

やっちゃ、これは」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 町長。 
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○町長（首藤正弘） もう一点、西田氏との

件でございますが、まだ今そうした面で進行

中でございます。けりがつきましたら、私も

はっきりとして答弁させていただきたいと、

このように思っております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 私は、けりがつくもつかん

も関係なかったらはっきりさせるべきやとい

うことを言いよんですよ。どなたがどうあ

れ、町長がはっきりしてもらわなんだら我々

も困る。そういうことを言うとる。 

 それから、入札の関係では役割分担という

ことを言いますが、これらのことについては

役割分担してもそれは構へんのですけども、

公正に行われて全く透明性も確保されて、こ

ういうことが起こらなかったらええんやけ

ど、起こってるんや。太子町は過去にもあり

ました。だから、そういうようなことがあっ

てるわけですからね。ないんじゃないんや。

今、揖保川町でも起こっていることがありま

すと。むしろ、先ほど言いましたように、最

低制限価格をこうしとるから、逆算したら何

も聞かんでも天井でとっとる、今までとった

じゃないんですか、ほとんど、九十何％も。

ほいで、その中で余り高過ぎたらぐあいが悪

いということを言ったこともあるというの

を、前の議会でも私は言いましたけど、だれ

かが言ってるじゃないかと。もうちょっと抑

えてくれよと。業者がそういうふうな説明が

あったよという話もありました。だから言っ

とんですよ。だから、条件なしの一般競争入

札に全面的に切りかえるべきやと。ほんで、

事後に最低制限も予定価格も公表すべきや

と、これ聞いとんやけど、その答えにはなか

なか、やりともないんかも知らんけども、答

えないね。いかがですか。 

 ほいで、指名する者と執行者が一緒という

のもぐあい悪い。役割分担と言いながら指名

委員長と。違うんですか。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） その件につきましてで

すが、私どもは今のやり方がベストであると

いうことで今まで15年から取り組みをさせて

いただいております。そうした中で改善する

べき点は見直していかなければならないと思

いますが、先ほどおっしゃってますように、

予定価格が皆さんにわかるかというと、助役

もわからないというのが現状でございます。

しかし、最低価格から大体これぐらいだろう

なという計算をすることは可能であろうと思

いますが、助役も知り得る立場でないと、こ

のように思います。新聞報道でも、私も若干

抗議しましたが、決裁が回ってきて知り得る

立場にあるというような報道がなされまし

た。それは設計金額であって予定価格ではな

いということも一応新聞社の方には申し上げ

たところでございます。やはり、そうした面

は十分考えさせていただきたいと、このよう

に思います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 ちょっとあとの時間がのう

なりよると思うんで、もう次に行きます。 

 尋ねている分だけ答えてもらったらいいん

で、今度は。 

 東芝の公害問題につきましてですが、これ

は特に汚染物質を工場敷地からやっぱり流出

をさせる危険があるということがございます

ので、流出させないことが大切であるってい

う、建屋が建っても建屋の下というのは測定

をするというようなことを言っておりますけ

れども、それは地下水などは移動いたします

し、工場敷地外に流出するおそれがある。そ

れらのチェックをどうするかっていうのは大

切なんで、その点についての対策の説明を求

めたい。絶対に流出させてはならないと私は

思うんで、お尋ねをいたします。 

 それから２点目に、定点の調査はトリクロ

ロエチレンの関係で、調査を開始してから定

点調査を行っているわけなんですが、河川と

かそういう基本的なところはもちろんのこと

なんですけれども、地下水においても汚染で

定点調査を行い始めたところ、それからそう
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でないところで地下水を揚水しているところ

の調査をしたりして、そこにも汚染の広がり

はないかということをきちっと検証しておく

ことが安全、安心なまちづくりにつながると

いうことで２点目の質問をしておりますの

で、その説明を求めます。 

 それから、３点目の新規建設工場の製造工

程に係る公害対策等についてですが、これは

もうそろそろきちっとしたものがはっきりす

るんじゃないかと思うんですが、あてがいぶ

ちで後からやるんじゃなくて、催促をしてき

ちっと説明を求める、そしてそれに必要な公

害対策を講じるっていうことが大事でありま

すので、それらのことについて、水の使用料

もありますし、いわゆる薬剤等の使用があれ

ば、何をどの程度使うのか、それの危険性と

いうことについても調査がされる必要があり

ますので、それらについて説明を求めます。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（寺田和雄） お答えいたし

ます。 

 まず１点、今後の対応とチェック対策につ

いてでございます。 

 まず、汚染物質を工場敷地から流出させな

い対策といたしまして、現在搬出時における

タイヤ洗浄高圧水設備を設置して洗浄すると

ともに、土壌の飛散防止対策として積み荷を

シートで覆うなどの対策をとる。また、工事

中の洗浄水や揚水した地下水についても適正

な水処理の上、排水する。さらに、工事中に

汚染土壌がむき出しになったような場合に

は、ブルーシートがけにより飛散防止を図る

などの対策を工場から聞いております。 

 町といたしましても、工事の実施状況のチ

ェックを定期的に実施していきたいと考えて

おります。 

 ２点目の定点の以外の調査についても検証

すべきであるというご質問でございます。 

 今回の土壌汚染の発表につきましては、さ

きの本会議でもお答えしておりますように、

新工場の建設に伴いまして既存の北側部分の

工場建屋の解体工事にあわせて調査を行われ

たということでございます。土壌からトリク

ロロエチレン等につきまして基準値の超過が

確認されたところでございます。 

 これまで町におきましては、地下水の調査

といたしまして年４回、定点９カ所において

継続して水質の調査を実施しておりました。

今回の土壌調査を受けまして、県及び町が定

点に加えて、斑鳩、馬場、阿曽地区の地点を

追加して調査して行いました。周辺井戸の調

査結果においても基準値を超えているという

報告は受けておりません。 

 また一方、東芝が行った工場敷地境界の地

下水調査においても基準値以下ということで

報告を受けております。 

 町といたしましては、県と十分連携協議し

ながら、周辺地下水調査を継続して行い、調

査監視していく方針でございます。 

 また、３点目の新規建設工場の公害防止対

策についてでございますが、現在の結んでお

ります協定については株式会社東芝との協定

でございますが、今後につきましては新工場

の工場規模、また使用する特定物質など、こ

れらについていまだ明らかにされておりませ

ん。今後の発表、方向を見きわめながら協議

を進めていきたいと考えております。基本的

には同一敷地内での２事業者ということで、

２社を一体として協定が望ましいと考え、事

務的には研究をさせていただいとるところで

ございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 私が聞いとるのは、要は土

壌から今度も検査をするパイプを打ち込ん

で、それを調査をする言うてましたわな。そ

れは中に残っとうわけですよ、土中に。だか

ら、土中のものが今後漏洩することのないよ

うにと言うとるんですよ。それで、そのため

には定点に加えたあちこちの調査が必要や

と、地下水系ていうのはいろいろわかりませ

んけれども、そういう水系に沿った調査が必

要だと。そして、安全、安心のまちづくりを

進めるべきやと言うてるんですよ。今のもの
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を言うとるわけじゃない。今後もそれはあり

得ることなんです。ほれから、深井戸の汚染

もまだあっとうわけですから、そういう問題

を言ってんですよ。その対策が必要です。 

 それから、新工場との関係では、２工場と

いうて、それぞれ工場が別やから、責任者も

違うし、どういう形のものを使い、どういう

工程になってくるんかというのもわからない

っていうのは、いまだにわからないというの

はむしろおかしいと思うんで、催促をしてで

もきちっとしなはれと私は言うとる。そやか

ら、３カ月たっても同じことではないはずな

んやね、催促してて、今どうか言うて。向こ

うから説明がどうなんかと。向こうからの説

明はどう、催促して説明はどうなんかという

こと。その上に立って何が必要かは、県の専

門家も含めて防止協定に結びつけていくこと

が必要やと私は思うんですよ。その対策を早

う講じないといけない。事前にやっておかな

いといけないことを私は言うとんです。いか

がですか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（寺田和雄） お答えいたし

ます。 

 敷地の東部で行いますＨＲＣ工法、いわゆ

る高分子乳酸エステルを注入しての分解の環

境浄化、こういったものを現在準備中でござ

います。この事業の本来は公害の拡散防止ま

た除去を目的といたしておりますんで、ご質

問でもおっしゃってますように、このことに

対しましての改善を目指したものでございま

すんで、不測の事態が起きないように現場で

は考えておるそうでございますが、これらに

ついては十二分に今後も県と一緒に監視また

立ち入りもさせていただきたいと思います。 

 また、周辺の井戸につきましても継続して

取り組ませていただきたいと思います。 

 あらかじめ準備しろということですが、本

当に現在のところまで、今後新設されます工

場の規模、概要、またどれぐらいの――水の

こともおっしゃってましたが――使用水量に

なるのか、使用される特定物質はどのような

ものが考えられるか、まず事業規模からもま

だ公表されてない状況でございます。町とい

たしましても情報収集に努めまして、社とも

協議を進めていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 早うしてください、それは

ね。皆も気になることなんで。 

 それから、次に移ります。５の農政につい

てですが、一つに小泉内閣が進めようとして

いる新農政対策、これはもうご案内のとおり

名前さえ言えばようわかってのことやと思い

ますが、品目横断的経営安定対策というのが

あります。これは小規模農家はもちろんのこ

と、一定の大規模農家をも立ち行かなくす

る。地域で産する農産物を地域で消費する地

産地消、そして適切な施策の展開が求められ

ている。これは地域循環型の経済対策として

も重要であり、税収対策にも結びつく施策で

あるということになります。 

 こないだの農業共済でも同じことを、共済

で聞くことじゃないということで聞きました

けれども、本町は当然農政に責任を持つべき

ところでございますので、時間の都合で内容

説明いたしませんけれども、品目横断的経営

安定対策の説明をあわせて答弁してくださ

い。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山口静哉） お答えをさせ

ていただきます。 

 まず、新農政対策、品目横断的経営安定対

策でございます。 

 この対策につきましては、これまで全農家

を対象とし、品目ごとに価格に着目して講じ

られてきた対策を、担い手に対象を絞り、経

営全体に着目した対策に転換するものであり

ます。戦後の農政を根本から見直すものとな

っております。 

 この経営安定対策につきましては、平成

19年度から政策転換に向けまして、先月に行

政農業関係団体が一体となって、認定農業者

や集落営農の組織化などを含めた担い手の育
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成、あるいはその確保を図るための目的とし

た太子町地域担い手育成総合支援協議会を設

置をいたしました。今後、この協議会を中心

といたしまして、制度のより円滑な実施に向

けた準備を進めてまいりたいと、このように

考えております。 

 それから次に、地域で生産する農産物を地

域で消費する地産地消につきましては、昨今

全国的な食品の不正表示や無登録農薬の使用

問題、あるいはＢＳＥまた鳥インフルエンザ

の問題などを契機としました食品の安心、安

全が問われておるところでございます。 

 こうした中、地産地消の取り組みは、生産

者と消費者の距離を近づける、両者の顔が見

える関係をつくる、またつながりを深めるこ

とができるなど、そこから始まってさまざま

な効果が生み出されると考えております。 

 本町における地産地消の取り組みといたし

ましては、もう十分ご承知かと思いますが、

太子夕市部会による生産者がつくったものを

みずから販売する直売、学校給食での食材の

活用による取り組み、それからイチジク部

会、加工グループによる食品加工などの量販

店での取り組みなどが行われておるところで

ございます。 

 今後さらに地産地消を進める上では、町内

の消費拡大として、福祉施設、観光施設など

の新たな対象も視野に入れまして、また直売

所の固定化及び量販店等のさらなる販路の拡

大など、関係団体の皆さんとともに安心、安

全な農作物を地域の消費者の皆さんにお届け

できるように支援していく所存でございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 部長、ちょっとこの制度、

今回の品目横断的経営安定対策というのは私

が説明しよったら時間がかかるんです。だか

ら、何でこういうことを尋ねているかという

ことで、規模がもう先ほど言うたように集落

営農も認定農業者も、この辺の規模ではとて

もじゃないが、そういうところには今の政策

は適合しないと。ほいで、さらに広めていっ

たところで、そこには結びついていくのは至

難だろうということで言われとんやね。ここ

の第２種兼業とかも、兼業率が高いところで

は、もうどないにもならへんというような実

態がある。それで、こないだも農業共済で

は、基盤が揺らぎますよということで質問を

したというようなことがあるんですけど、か

なりの農業が中心の府県でも、もう認定農業

者や集落営農の規模でも大変なことが今議論

されて、どないしようかということでなって

きとると。そういう状況が、ここは知らん顔

の町ではないですよと。その中で何が必要か

というのは、地域で産したものを、そないな

夕市やとかというそんな規模のことを言うて

るんじゃなくて、やはり流通に責任を持つよ

うな農政を確立せなんだらあかんじゃないか

と。顔の見えるところでつくられたものを消

費もする。それの仕組みをつくっていくって

いうところが地域経済の循環にもつながると

私は思うんです。そういう点で、この制度と

今後の対応をもう一回説明してください。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山口静哉） お答えをさせ

ていただきます。 

 この経営安定対策の中身につきましては、

議員ご指摘のとおりでございまして、従来か

ら申し上げておりました、やはり集落営農等

の対策についての補助制度が随時上がってき

たというところでございまして、太子町にお

きましては今現状では原地区、恐らく１カ所

のみになるだろうというに考えております。

もう一カ所、下構が転作の麦に係ります集落

営農を実施されとるということでございます

が、経営規模につきましてもやはり非常に少

ないということで、そういう部分につきまし

ては今後太子町の中でこれの対策に対応でき

るというのは非常に難しいだろうというふう

に考えております。 

 ただ、現状を申し上げますと、太子町の場

合は米が主生産品でございまして、それを現

状ではやはり農協出荷という一つのことがあ
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るわけですけれども、最近の農家は特に要す

るに顔見知りの方にすべて販売をするという

ことができるようになりましたもんですか

ら、その対応が非常に多くなっております。

農協への出荷が非常に少なくなっているとい

うのが現状でございますので、議員が言われ

ますように、地域の方に農家が販売以外の分

については食べていただくような一つの方法

をとっていくというのも一つの方法ではない

かと、このように考えておりますので、そう

いう部分を今後それぞれ担い手の育成総合支

援協議会等の中でも諮りまして、そういう方

法も一つの方法だろうと考えておりますの

で、そういう方法も進めてまいりたいと、こ

のように思っております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 また予算審議の中でも質問

いたしますので、よろしくお願いしたいと思

います。終わります。 

○議長（佐野芳彦） 以上で16番桜井公晴議

員の一般質問は終わりました。 

 これで一般質問を終わります。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 次の本会議は３月７日午前10時から再開し

ます。 

 本日はこれで散会します。 

 ご苦労さんでした。 

（散会 午後３時00分） 

 


